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はじめに 

 

 

 

 

 
地域福祉は、地域に住む誰もが、安心して暮らせる社会を実現するための基盤であり、非常に

重要な役割を果たしています。 

一方、人口減少と高齢化、雇用形態や家族形態の多様化によって社会構造は変化し個人や世

帯が抱える課題は複雑化、複合化していることに加え、人と人、人と地域とのつながりの希薄化

などにより、その課題が見えにくい状況にもなっております。 

こうした中、支援を必要とする方々の課題を包括的に支えるため、行政と地域の皆さまや様々

な団体や事業者が互いに手を取り、一人ひとりの充実した暮らしと安心な地域社会を共に創って

いく「地域共生社会」の実現が必要です。 

このような認識のもと、「支えあって共に育む 心つながるまち くじゅうくり」を基本理念とした

「九十九里町第２期地域福祉計画」を策定いたしました。 

人と地域のつながり、分野横断的な支え合いなど、世代や立場を問わず誰もが心豊かに安心

して暮らせる地域社会の実現に向け取り組んでまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願

い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり貴重なご意見、ご提言をいただきました町民の皆さま、九十九

里町地域福祉計画策定委員会の皆さまに心から感謝申し上げます。 

 

令和８年３月 

九十九里町長 浅岡 厚 
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町民の皆さまには、日頃から社会福祉協議会の運営並びに事業に関しまして、ご理解いただ

きますとともに、ご支援ご協力を賜り心より御礼申し上げます。 

九十九里町社会福祉協議会は、昭和６０年に社会福祉法人の認可を受け、昨年、４０周年の節

目を迎えました。地域での助け合いを推進する組織として設立され、これまで自治区連絡協議

会、民生委員児童委員協議会、福祉関係団体を始め、地域の皆さまとともに助け合いのバトンを

受け継いで参りました。昭和から平成、平成から令和と時代は移り変わり、社会情勢としても人

口減少や少子高齢化、核家族化にとどまらず複合的な課題を抱える世帯の増加、経済的に困窮

している世帯など、包括的かつ途切れの無い支援が求められるようになりました。 

令和３年に「九十九里町地域福祉計画、九十九里町地域福祉活動計画」を策定し、地域の皆

さまにご協力をいただき、関係機関との連携を密にしながら実施して参りました。 

本計画は第二期となります。過去５年間で築いてきたものをより充実させ、今後５年間で発展

させていくもの、新たに取り組むべきものを地域の皆さまと話し合い策定いたしました。 

社会福祉協議会は地域で活躍するボランティアの皆さま、各種福祉関係団体、町民一人ひと

りとともに活動し、これまで以上に地域福祉の推進に尽力いたします。 

結びに、本計画策定にご協力いただきました策定委員の皆さまをはじめ、地域座談会やアン

ケート調査において貴重なご意見をいただきました町民の皆さま、関係団体には心から感謝申し

上げ、あいさつといたします。 

 

令和８年３月 

社会福祉法人九十九里町社会福祉協議会 

会長 後藤 新五 
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１．計画策定の目的 

近年、少子高齢化、人口減少、家族形態の変化、地域のつながりの希薄化などにより、

地域社会を取り巻く状況は大きく変化しています。 

特に本町では、総人口が長期的な減少傾向にあり、高齢化率も県内平均を上回る水

準で推移していることから、地域の担い手不足の深刻化や、独居高齢者・高齢者のみ世

帯の増加が顕著となっています。 

こうした人口構造の変化は、これまで地域の中で自然に行われてきた相互扶助の仕組

みを弱め、地域全体の生活課題がより複雑かつ多様化する要因となっています。生活困

窮、8050問題やひきこもり、虐待、DV、ヤングケアラーの存在、自殺や孤独死、子育て世

帯の孤立など、世代や分野を跨いだ課題が家庭で同時に生じるケースが増えており、縦

割り的な支援だけでは対応が困難な状況が生まれています。 

また、自然災害の頻発化・激甚化により、災害時の避難・生活支援、要配慮者支援体制

の強化は、地域福祉における重要課題として位置づけが年々高まっており、地域の防災

と福祉を一体的に捉えた取組みが不可欠となっています。 

こうした状況に対応するため、国では「地域共生社会」の実現を重要施策として掲げ、

制度や分野ごとの支援をつなぐ包括的な支援の強化を進めています。特に、改正社会福

祉法において地域福祉計画が福祉分野の上位計画として位置づけられたことにより、自

治体には地域全体を見通した福祉施策の総合調整や、地域の主体との協働による支え

合い体制の構築がより強く求められるようになりました。 

そして千葉県においても、地域共生社会の理念を踏まえ、生活困窮者自立支援、地域

包括ケアシステムの強化、災害福祉支援の仕組みづくりなど、市町村と関係機関が連携

して地域課題に取り組む体制づくりが推進されています。 

このような国や県の動向、そして本町が直面する人口減少・高齢化・担い手不足・地域

力の低下といった状況を踏まえると、行政による公的サービスの提供だけでは、地域社会

が抱える複雑な生活課題に十分に対応することは困難です。住民、ボランティア団体、ＮＰ

Ｏ法人、事業者、社会福祉協議会、行政など多様な主体が互いに連携し、地域における

支え合いの仕組みを強化することが不可欠となっています。 

本計画は、こうした時代背景と地域の実情を踏まえ、住民誰もが住み慣れた地域で安

心して暮らし続けるための「地域福祉の総合的な指針」として、令和3年3月に策定した第

１期計画を見直し、策定するものです。地域の多様な主体が参画し、相談支援体制の強

化、生活困難を抱える人への包括的な支援体制、災害と福祉の連携、孤立防止や交流促

進の取組みなどを進めることで、本町にふさわしい地域共生社会の実現を目指します。 
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２．地域福祉とは 

地域で安心して生活していくためには、行政によるサービスの提供だけではなく、地域

の人たちがお互いに助け合い、支え合うことが大切です。 

「社会福祉」は、支援を必要とする特定の人に向けた福祉の考えですが、「地域福祉」

は、特定の人に限定せず、地域に住む誰もが幸せで安心な暮らしを送ることができる地

域をつくっていくための取組みのことをいいます。 

地域福祉を推進するためには、住民、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、事業者、社会福祉

協議会、行政が連携し合いながら一体となって地域の「福祉力」を向上させていくことが

重要です。 

また、隣近所や地区・自治区等、住民に最も身近な活動から全町的な活動まで、取組

み内容によって活動の範囲を変えるなど、福祉の支援を必要とする人を重層的に支える

ことができる地域づくりが重要となります。 

地域福祉は、地域に住む一人ひとりが自立するための努力（自助）があり、地域に住む

人が協力して行う日常的な生活援助活動（互助・共助）、町が責任をもつ公的福祉サービ

ス・支援等の取組み（公助）がそれぞれの役割を分担し、互いに連動しながら全体として

まとまった機能を発揮させて補完し合うことにより、はじめて実現することができます。 

地域福祉推進の基本視点 
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サービスの供給 

公助 

地域福祉 

 
自助、互助・共助、公
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３．地域共生社会とは 

「地域共生社会」とは、『「支え手側」と「受け手側」に分かれるのではなく、地域のあらゆ

る住民が役割をもち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、

公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる』社会です。 

このため、「他人事」になりがちな地域づくりを住民が「我が事」として主体的に取り組ん

でいく仕組みづくりと、制度の縦割りを超えて、ニーズに「丸ごと」対応できるような相談

支援やサービス提供の体制づくりが必要となります。 

「地域共生社会」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省資料 
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４．計画の位置づけ 

「九十九里町地域福祉計画」は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第１０７条の規定

に基づく市町村地域福祉計画として策定するとともに、再犯防止推進法（平成28年法律

第104号）第８条第1項の規定に基づく地方再犯防止推進計画を包含して策定するもの

です。 

また、「第５次九十九里町総合計画」を最上位計画とし、地域福祉推進の基本理念や取

組みの方向性を示す計画であり、高齢者、障がい者、こども・子育て支援等、各福祉分野

の計画の上位計画として位置づけられるため、各個別計画との整合性を図りつつ策定す

るものです。 

一方、「九十九里町地域福祉活動計画」は、社会福祉法第１０９条の規定に基づき、地

域福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられている九十九里町社会福

祉協議会（以下「社協」という。）が策定する計画です。地域福祉を推進するうえでの実践

的な計画として、町の地域福祉計画の基本理念やビジョンを踏まえつつ、社協が住民や

関係機関と連携し、具体的な取組みを示します。 

本計画では、「九十九里町地域福祉計画」と「九十九里町地域福祉活動計画」を町と社

協が一体的となって策定し、実効性のある計画の推進に努めます。 

計画の位置づけ 
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５．計画期間 

令和８年度から令和12年度の５年計画とします。 

計画期間 

 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

令和 

12年度 

令和 

13年度 

総合計画 

第５次       

地域福祉計画 

地域福祉活動計画 

第１期 

 

  第２期  

 

第３期 

次期計画 

 

 

６．計画の対象 

地域福祉計画は、住民・町をはじめ関係団体・関係機関・事業者との指針であることか

ら、特定の対象者ということではなく、すべての住民が支え手であり、支援を必要とする

すべての住民を対象とします。 
 

７．計画の策定・推進体制 

（1）計画の策定体制 

策定にあたっては、地域福祉に関するアンケート、地域福祉座談会を行い、住民のニー

ズと地域の状況把握に努めました。また、パブリックコメントを実施し、住民からの意見を

反映しつつ、地域福祉計画策定委員会での検討・協議を経て策定に至ります。 
 

（2）計画の推進に向けて 

計画は、住民・関係団体・関係機関・事業者等と十分な連携を図り、町及び社協と地域

が協働で推進します。 

①町と社協等との連携強化 

計画の実現に向け、社協と十分に連携して推進していくため、福祉課題の共有や解決

方法の検討等を定期的に協議する場を確保します。 

併せて、社協をはじめ、町内の社会福祉法人や福祉サービス事業所、関係団体、事業

所等との積極的かつ有機的な連携を図ります。 

②情報の提供と共有 

住民が保健福祉等のサービスを有効に利用できるよう、情報提供や周知方法には十

分な配慮を行っていきます。 

また、質の高い福祉・保健・医療サービスを提供していくため、個人情報保護を徹底しつ

つ、必要な情報を町、関係機関、事業者等で共有し、効果的な支援の提供に努めます。 
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（3）地域福祉を担う主な推進主体の役割 

住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすことができる地域共生社会の実現に向けて、

地域の多様な主体がそれぞれの特性を活かし、互いに連携・協力しながら地域福祉を推

進していきます。 

①住民の役割 

住民は、日常生活の中で地域の困りごとに気づき、地域活動や見守り、交流の場づくり

などに参加することで、地域の担い手としての役割を果たすことが期待されます。 

②町の役割 

本計画に基づき、地域の課題を把握し、保健・医療・介護・障がい福祉・子育て支援・防

災といった多分野が連携した総合的な施策を展開することが求められます。 

また、地域住民や関係機関が主体的に取り組めるよう、協議の場やネットワーク形成に

向けた支援、住民主体の地域づくりにつながる環境整備を行います。 

③社協の役割 

社協は、地域福祉を推進する中心的な団体として、本計画に基づき、各種社会福祉事

業の企画・実施や福祉活動への住民の参加促進等、地域に密着した活動を積極的に継

続して実施していくことが求められます。 

また、地域住民と専門機関をつなぐ中核として、見守り活動、相談対応、ネットワーク形

成、福祉教育など、多様な機能を発揮することが期待されます。 

④福祉関係の事業所・団体等に期待される役割 

社会福祉法人は、社会福祉法の改正により「地域における公益的な取組み」の実施責

務が明確化され、地域に開かれた事業運営が求められています。 

また、地域の事業所・団体等は、専門性を生かした支援だけでなく、地域の課題やニー

ズを共有し、地域住民とともに公益的活動に取り組み、地域の福祉力の向上に貢献する

ことが求められます。 

⑤民生委員児童委員に期待される役割 

民生委員児童委員は、担当地区等において、住民の暮らしと困りごとの把握、要支援

者に対する福祉サービスの情報提供や生活相談支援を行うなど、地域と町の関係機関を

つなぐ重要な役割を担っています。 

町や社協、関係機関等との連携をより一層強化し、多様化・複合化する課題に応じた

支援につなげる活動が期待されています。 

⑥ボランティア団体やＮＰＯ等に期待される役割 

地域福祉の担い手として、生活支援や見守り、交流の場づくり、防災活動など、課題の

解決に柔軟に取り組む重要な存在です。 

それぞれの団体等が持つ特性や強みを活かしながら、地域の支え合い体制を強化す

る役割が期待されます。 
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⑦自治区や地区社会福祉協議会に期待される役割 

自治区や地区社会福祉協議会は、住民に最も身近な組織であり、住民同士の支え合

いを促し、課題の早期発見、困りごとを相談しやすい地域づくりに取り組むとともに、町を

はじめとする関係機関等との連携により、地域課題を解決する役割が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町全体で 

取り組む 

地域に暮らす誰もが幸せな生活を送れるように 
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支え合う仕組みをつくる 

地区ごとに特色のある 

ネットワークや資源を 
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第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題 
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１．人口動向等 

（1）人口減少と高齢化の進行 

過去5年の町の総人口は、令和３年の15,243人から令和７年には13,884人と減少傾

向で推移しています。 

年齢３区分別人口は、令和５年以降は０～１４歳（年少人口）、15～64歳（生産年齢人

口）、65歳以上（老年人口）のいずれも減少傾向であり、年少人口は1,000人を下回って

推移しています。 

年齢３区分別人口の比率は、年少人口は低下傾向、生産年齢人口は50％台前半で概

ね横ばい、老年人口は上昇傾向で推移しており、少子高齢化が進行しています。 

年齢３区分別人口の推移（各年４月１日） 

 

年齢３区分別人口の比率の推移（各年４月１日） 

 

（住民基本台帳） 

  

1,136 1,061 993 917 854 

7,968 7,633 7,404 7,239 7,095 

6,139 6,141 6,140 6,022 5,935 

15,243 14,835 14,537 14,178 13,884
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40.3% 41.4% 42.2% 42.5% 42.7%

0%
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40%

50%

60%

70%
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65歳以上

15～64歳

0～14歳
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地区別人口は、令和７年４月１日現在、片貝地区が6,525人（47.0％）、豊海地区が

5,788人（41.7％）、作田地区が1,571人（11.3％）となっています。 

地区別人口（令和７年４月１日） 

地区名 総人口（人） 

片貝地区 6,525 

豊海地区 5,788 

作田地区 1,571 

合計 13,884 

（住民基本台帳） 

 

 

（２）世帯の細分化 

世帯数は、令和２年の7,130世帯から令和６年には6,922世帯に減少しています。一

世帯当たり人員も緩やかに減少しており、令和６年には2.0人となっています。 

人口・一世帯当たり人員（各年度末） 

地区名 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

世帯数 7,130 7,010 6,997 6,964 6,922 

一世帯あたり人員 2.1人 2.1人 2.1人 2.0人 2.0人 

（住民基本台帳） 

 

（３）人口動態 

過去5年の人口動態は、いずれの年も自然減と社会減という状況で、毎年300

人前後の減少となっており、特に自然減は死亡数が出生数を大きく上回る状況が

続いています。 

人口動態（各年 1月 1日～12月 31日） 

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

出生数 43 30 29 31 24 

死亡数 268 270 263 286 300 

自然増減 ▲ 225 ▲ 240 ▲ 234 ▲ 255 ▲ 276 

転入者数 438 378 636 494 463 

転出者数 525 493 705 523 504 

社会増減 ▲ 87 ▲ 115 ▲ 69 ▲ 29 ▲ 41 

人口増減 ▲ 312 ▲ 355 ▲ 303 ▲ 284 ▲ 317 

（住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数・総務省） 
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（４）福祉に関する基礎資料 

①要支援・要介護認定者数と認定率の推移 

要支援・要介護認定者数は、令和2年の953人から令和６年には1,060人と増加傾向

となっており、認定率も令和2年の14.9％から令和６年には17.6％に上昇しています。 

要支援・要介護認定者数と認定率（各年９月末） 

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

要支援１ 45 54 60 74 75 

要支援２ 119 141 150 175 162 

要介護１ 111 103 107 102 87 

要介護２ 246 249 208 213 233 

要介護３ 164 180 188 206 202 

要介護４ 150 140 153 161 171 

要介護５ 118 113 122 128 130 

合計 953 980 988 1,059 1,060 

認定率 15.5% 16.0% 16.1% 17.4% 17.6% 

（介護保険事業状況報告月報）※認定率は第１号被保険者数に占める割合 

 

②介護保険サービス利用者の推移 

要支援・要介護認定者のうち、介護保険サービスの受給者数は、令和2年の845人か

ら令和６年には899人と増加傾向となっています。 

居宅サービスの受給者数が全体の71.0％（令和6年）を占めている一方、過去5年の

伸び率は施設サービスが23％増と最も高くなっています。 

介護保険サービス受給状況（各年現物給付９月サービス分） 

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

施設サービス 151 148 174 166 186 

地域密着型サービス 72 81 77 80 75 

居宅サービス 622 628 604 643 638 

合計 845 857 855 889 899 

受給率 88.7% 86.5% 87.1% 83.7% 84.8% 

（介護保険事業報告月報）※受給率は要支援・要介護認定者数に占める割合 
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③障害者手帳所持者数の推移 

各種障害者手帳所持者数の合計は、令和2年度の854人から令和6年度には883人

に増加しています。 

手帳の種類別では、令和６年度は身体障害者手帳が601人（68.0％）、療育手帳が

155人（17.6％）、精神障害者保健福祉手帳が127人（14.4％）です。 

障害者手帳所持状況（各年度末） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

身体障害者手帳 592 603 575 630 601 

療育手帳 145 148 149 154 155 

精神障害者保健福祉手帳 117 119 121 131 127 

合計 854 872 845 915 883 

（社会福祉課） 

 

④生活保護制度・生活困窮者自立支援制度の状況 

過去５年の被保護世帯は200世帯前後で推移しており、令和６年度は生活保護世帯

が197世帯、人員数は235人です。保護率（人口千人当たり）は、千葉県平均14.4％（令

和5年度）と比較すると、高い水準で推移しています。 

また、生活困窮者自立支援制度が平成27年度から始まり、自立相談支援等を実施し

ています。令和２年度では８件でしたが、令和６年度では５件となっており、年度によって

増減が見られる状況です。 

生活保護の状況（各年度末） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

被保護世帯（世帯） 184 180 200 203 197 

被保護人員（人） 226 215 240 239 235 

保護率（人口千人当たり） 15.5 15.3 17.4 17.8 17.9 

（山武健康福祉センター） 

生活困窮者相談受付数（各年度末） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受付数（件） 8 13 8 5 5 

（山武健康福祉センター） 
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２．地域福祉に関するアンケートから見られる状況まとめ 

①調査概要 

調査対象 ：九十九里町に在住する 18歳以上の住民 2,000人を無作為抽出 

調査方法 ：郵送配布・回収、WEB回収 

調査時期 ：令和７年９月 12日～10月５日 

配布数 ：2,000件 

回答数 ：752件 

回収率 ：37.6％ 

②回答者の属性 

回答者は、高齢者層が中心で、70歳以上が大きな割合を占めています。 

世帯構成は、前回調査（令和元年）と比べて単身世帯や高齢者のみ世帯が増加してお

り、町の高齢化や世帯の細分化の進行を反映した結果となっています。 

 

〈年齢〉 

 
3.2

2.6

3.8

3.6

3.0

0.4
5.1

11.3

3.2

4.2

4.1

3.6

4.6

7.1
1.4

2.5
1.6

5.4

15.1

4.1

5.5

9.3

9.4

9.4

15.4

3.6

0.8

5.3

17.9

9.4

9.3

10.0

14.0

14.7

14.2

24.7

4.1

11.7

8.6

21.0

20.8

14.0

14.4

22.3

20.2

24.5

28.0

18.2

20.8

25.8

21.0

13.2

22.3

20.9

44.4

49.2

43.5

21.2

69.6

63.3

58.2

29.6

30.2

44.4

42.8

2.7

0.3

0.8

2.7

2.2

全体 ( N=752 )

【性別】

男性 ( N=307 )

女性 ( N=416 )

【職業別】

有職者 ( N=364 )

無職等 ( N=362 )

【世帯構成別】

一人暮らし ( N=120 )

夫婦のみ ( N=244 )

２世代世帯 ( N=257 )

３世代世帯 ( N=53 )

【経年比較】

今回 ( R 7 )調査 ( N=752 )

前回 ( R 1 )調査 ( N=549 )

10歳代・20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 無回答
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〈世帯構成〉 

 

 

16.0

14.0

18.0

9.7
1.4

13.3

14.9

22.8

11.8

20.2

100.0

32.4

37.8

30.3

4.2

12.9

18.6

20.0

37.5

42.5

26.6

40.3

100.0

24.9

26.1

25.0

41.7

35.5

54.3

38.1

21.4

15.6

33.2

18.0

72.8

9.3

8.1

10.6

12.5

9.7

11.4

13.3

10.7

7.2

11.8

7.5

27.2

7.0

7.8

6.7

25.0

25.8

7.1

10.5

4.2

4.8

9.3

5.2

100.0

6.8

4.9

8.2

16.7

6.5

7.1

4.8

9.5

5.7

7.1

6.9

3.6

1.3

1.2

1.8

1.5

1.9

全体 (N=752)

【性別】

男性 (N=307)

女性 (N=416)

【年齢別】

20歳代以下 (N=24)

30歳代 (N=31)

40歳代 (N=70)

50歳代 (N=105)

60歳代 (N=168)

70歳以上 (N=334)

【職業別】

有職者 (N=364)

無職等 (N=362)

【世帯構成別】

一人暮らし (N=120)

夫婦のみ (N=244)

２世代世帯 (N=257)

３世代世帯 (N=53)

ひとり世帯 一世代世帯（夫婦のみ） 二世代世帯（両親とこども）

二世代世帯（ひとり親とこども） 三世代世帯（親とこどもと孫） その他の世帯

無回答
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③地域生活に関する評価 

「どちらかというと暮らしやすい」との評価が最多で、「暮らしやすい」と「どちらかという

と暮らしやすい」を合わせた『九十九里町は暮らしやすい』という回答が58.6％と約6割

を占めています。 

一方、近所とのつきあいで「気軽に相談できる人がいる」という住民が減少しており、地

域コミュニティの希薄化を表す結果となっているほか、自治区の活動への参加が減少し

ていたり、若年層の参加率が低く、住民同士の交流や世代間交流の不足が課題としてあ

げられます。 

 

〈住んでいる地域の暮らしやすさ〉 

 

14.5

16.0

13.7

8.3

9.7

15.7

11.4

11.9

17.7

13.2

16.0

13.3

16.4

12.8

20.8

14.5

17.9

44.1

46.9

42.1

33.3

29.0

38.6

41.9

46.4

47.3

42.6

45.6

45.0

48.8

39.7

41.5

44.1

46.6

29.1

25.7

30.8

25.0

38.7

28.6

38.1

28.6

25.1

30.5

27.3

29.2

26.2

33.1

24.5

29.1

26.8

10.8

10.4

11.5

29.2

22.6

17.1

5.7

10.7

9.0

11.8

9.9

10.8

7.4

13.6

11.3

10.8

7.1

1.5

1.0

1.9

4.2

2.9

2.4

0.9

1.9

1.1

1.7

1.2

0.8

1.9

1.5

1.6

全体 (N=752)

【性別】

男性 (N=307)

女性 (N=416)

【年齢別】

20歳代以下 (N=24)

30歳代 (N=31)

40歳代 (N=70)

50歳代 (N=105)

60歳代 (N=168)

70歳以上 (N=334)

【職業別】

有職者 (N=364)

無職等 (N=362)

【世帯構成別】

一人暮らし (N=120)

夫婦のみ (N=244)

２世代世帯 (N=257)

３世代世帯 (N=53)

【経年比較】

今回 (R7)調査 (N=752)

前回 (R1)調査 (N=549)

暮らしやすい どちらかというと暮らしやすい どちらかというと暮らしにくい 暮らしにくい 無回答
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〈ご近所とのつきあいの程度〉 

 

18.9

18.2

19.7

19.4

14.3

11.4

14.3

26.0

16.5

21.3

26.7

16.8

18.3

18.9

18.9

28.2

36.2

37.1

35.3

20.8

12.9

27.1

32.4

45.2

37.7

33.2

39.2

30.8

44.3

31.9

37.7

36.2

36.1

32.4

31.9

33.2

45.8

41.9

35.7

42.9

30.4

28.4

36.3

29.3

33.3

27.0

33.5

41.5

32.4

27.5

11.4

12.4

10.3

33.3

25.8

22.9

12.4

9.5

6.3

12.6

9.7

7.5

10.2

16.0

1.9

11.4

7.7

1.1

0.3

1.4

1.0

0.6

1.5

1.4

0.6

1.7

1.6

0.4

1.1

0.5

全体 (N=752)

【性別】

男性 (N=307)

女性 (N=416)

【年齢別】

20歳代以下 (N=24)

30歳代 (N=31)

40歳代 (N=70)

50歳代 (N=105)

60歳代 (N=168)

70歳以上 (N=334)

【職業別】

有職者 (N=364)

無職等 (N=362)

【世帯構成別】

一人暮らし (N=120)

夫婦のみ (N=244)

２世代世帯 (N=257)

３世代世帯 (N=53)

【経年比較】

今回 (R7)調査 (N=752)

前回 (R1)調査 (N=549)

気軽に相談できる人がいる 立ち話程度をする人がいる あいさつをかわす人がいる

ほとんどつきあいがない 無回答
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〈自治区の活動への参加〉 

 

 

④困りごと・生活課題 

困りごとの上位は「体調・健康面のこと」「老後のこと」「年金など経済的なこと」などで、

知りたい福祉の情報は、高齢層を中心に「高齢者の支援や介護のこと」「各種福祉サービ

スの利用方法」、「健康づくりや介護予防のこと」などが上位にあがっています。 

不安や悩みについて家族以外の相談相手がいない（どこに相談して良いかわからな

い）層も1割程度（8.6％）おり、相談窓口の周知と活用促進を図る必要があります。 

 

13.3

18.6

9.1

4.2

3.2

8.6

8.6

14.9

16.2

10.2

15.7

6.7

17.2

12.1

17.0

13.3

17.1

29.7

28.7

30.5

19.4

21.4

26.7

31.0

34.4

29.7

29.6

27.5

32.8

27.6

28.3

29.7

36.6

19.5

19.5

20.0

25.0

22.6

12.9

21.9

22.6

18.9

22.3

18.0

25.0

15.6

19.8

28.3

19.5

12.4

34.4

31.3

37.0

70.8

54.8

54.3

41.9

31.0

25.7

36.3

32.9

35.0

32.0

38.5

22.6

34.4

31.9

3.1

2.0

3.4

2.9

1.0

0.6

4.8

1.6

3.9

5.8

2.5

1.9

3.8

3.1

2.0

全体 (N=752)

【性別】

男性 (N=307)

女性 (N=416)

【年齢別】

20歳代以下 (N=24)

30歳代 (N=31)

40歳代 (N=70)

50歳代 (N=105)

60歳代 (N=168)

70歳以上 (N=334)

【職業別】

有職者 (N=364)

無職等 (N=362)

【世帯構成別】

一人暮らし (N=120)

夫婦のみ (N=244)

２世代世帯 (N=257)

３世代世帯 (N=53)

【経年比較】

今回 (R7)調査 (N=752)

前回 (R1)調査 (N=549)

よく参加している ある程度参加している あまり参加していない ほとんど参加していない 無回答
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〈日々の生活で不安なことや悩みごと〉 

 

（％）

全体(n=752)

【性別】

男性(n=307)

女性(n=416)

【年齢別】

20歳代以下(n=24)

30歳代(n=31)

40歳代(n=70)

50歳代(n=105)

60歳代(n=168)

70歳以上(n=334)

【職業別】

有職者(n=364)

無職等(n=362)

【世帯構成別】

一人暮らし(n=120)

夫婦のみ(n=244)

２世代世帯(n=257)

３世代世帯(n=53)

【経年比較】

今回(R7)調査(n=752)

前回(R1)調査(n=549)

無

回

答

特

に

悩

み

や

不

安

は

な

い

体

調

・

健

康

面

の

こ

と

老

後

の

こ

と

年

金

な

ど

経

済

的

な

こ

と

地

震

や

火

事

な

ど

災

害

の

こ

と

地

域

の

安

全

の

こ

と

家

族

の

こ

と

住

宅

の

こ

と

仕

事

の

こ

と

人

と

の

つ

き

あ

い

に

関

す

る

こ

と

育

児

や

子

育

て

に

関

す

る

こ

と

そ

の

他

47.5 45.9 41.5 41.0 21.3 18.9 18.4 16.1 8.8 5.9 3.7 8.9 3.1

53.4 43.6 43.6 39.7 20.8 16.9 18.6 18.9 8.1 4.2 3.3 9.8 2.3

42.8 47.8 39.9 41.6 20.9 20.2 18.5 13.5 9.1 7.5 3.8 8.2 3.4

20.8 25.0 41.7 41.7 20.8 50.0 25.0 37.5 8.3 25.0 0.0 4.2 0.0

38.7 48.4 45.2 35.5 19.4 51.6 35.5 48.4 22.6 48.4 0.0 6.5 0.0

34.3 58.6 57.1 47.1 22.9 28.6 21.4 37.1 5.7 24.3 4.3 8.6 1.4

41.9 65.7 54.3 42.9 28.6 27.6 21.9 32.4 9.5 3.8 4.8 6.7 1.0

48.2 53.0 48.2 48.8 25.0 14.9 25.0 9.5 9.5 0.0 4.8 9.5 1.8

53.6 34.7 30.2 35.3 17.1 11.1 11.4 4.8 7.5 0.6 3.0 10.2 4.8

42.3 57.4 50.3 42.0 22.8 23.1 22.5 27.2 9.3 10.4 4.1 5.8 1.9

51.7 34.5 32.6 39.8 19.9 14.9 14.4 4.1 7.7 1.7 3.0 12.4 3.9

52.5 35.0 41.7 40.8 17.5 3.3 17.5 10.0 8.3 0.8 5.0 13.3 5.0

48.0 45.5 32.8 42.6 22.1 11.5 17.6 11.1 7.0 2.0 2.9 9.4 2.0

44.7 50.6 48.2 39.3 23.0 30.0 19.5 19.8 11.3 8.9 5.1 6.6 2.7

41.5 47.2 39.6 35.8 22.6 37.7 17.0 28.3 7.5 24.5 0.0 13.2 1.9

47.5 45.9 41.5 41.0 21.3 18.9 18.4 16.1 8.8 5.9 3.7 8.9 3.1

38.6 47.4 38.6 40.3 17.3 20.4 13.3 12.8 8.7 6.2 1.6 11.8 3.5
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〈知りたい福祉の情報〉 

 

(％)

全体(n=752)

【性別】

男性(n=307)

女性(n=416)

【年齢別】

20歳代以下(n=24)

30歳代(n=31)

40歳代(n=70)

50歳代(n=105)

60歳代(n=168)

70歳以上(n=334)

【職業別】

有職者(n=364)

無職等(n=362)

【世帯構成別】

一人暮らし(n=120)

夫婦のみ(n=244)

２世代世帯(n=257)

３世代世帯(n=53)

【経年比較】

今回(R7)調査(n=752)

前回(R1)調査(n=549)

高

齢

者

の

支

援

や

介

護

の

こ

と

各

種

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

方

法

健

康

づ

く

り

や

介

護

予

防

の

こ

と

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

こ

と

町

で

開

催

し

て

い

る

講

座

や

教

室

な

ど

障

が

い

者

支

援

の

こ

と

子

育

て

支

援

の

こ

と

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

の

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

48.1 39.8 21.5 16.2 11.4 8.8 8.6 6.1 1.2 15.0 6.8

49.8 39.4 23.1 16.3 6.8 10.7 7.5 3.9 0.7 21.2 4.2

48.1 40.1 21.2 15.6 14.4 7.5 10.1 7.2 1.7 11.1 7.7

33.3 37.5 4.2 4.2 20.8 8.3 45.8 12.5 0.0 20.8 4.2

38.7 41.9 22.6 19.4 12.9 6.5 58.1 6.5 0.0 19.4 0.0

37.1 31.4 12.9 15.7 12.9 5.7 27.1 2.9 0.0 24.3 4.3

52.4 46.7 23.8 12.4 9.5 8.6 8.6 9.5 1.9 16.2 1.0

50.0 39.3 20.2 17.3 11.9 13.1 3.0 6.5 1.8 16.1 4.8

51.2 39.5 25.4 16.8 9.9 7.8 0.9 4.5 1.2 11.7 10.5

49.2 39.3 22.0 14.8 10.4 7.4 15.1 6.3 1.6 14.3 4.4

48.6 40.3 22.1 17.1 11.6 10.2 2.8 5.2 0.8 16.3 8.3

47.5 38.3 19.2 15.0 10.0 6.7 2.5 5.8 0.8 13.3 8.3

47.1 39.3 29.5 15.2 13.1 8.6 3.7 5.7 0.8 16.0 6.6

49.8 43.2 17.1 18.3 9.3 10.1 14.0 5.8 1.9 14.4 5.4

47.2 32.1 17.0 13.2 7.5 7.5 24.5 7.5 1.9 22.6 5.7

48.1 39.8 21.5 16.2 11.4 8.8 8.6 6.1 1.2 15.0 6.8

45.7 40.8 26.0 13.3 10.6 9.5 8.4 6.7 0.9 12.9 8.6
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〈不安や悩みの家族以外の相談先〉 

 

（％）

全体(n=752)

【性別】

男性(n=307)

女性(n=416)

【年齢別】

20歳代以下(n=24)

30歳代(n=31)

40歳代(n=70)

50歳代(n=105)

60歳代(n=168)

70歳以上(n=334)

【職業別】

有職者(n=364)

無職等(n=362)

【世帯構成別】

一人暮らし(n=120)

夫婦のみ(n=244)

２世代世帯(n=257)

３世代世帯(n=53)

ど

こ

に

相

談

し

て

い

い

か

わ

か

ら

な

い

必

要

な

い

無

回

答

そ

の

他

友

人

・

知

人

か

か

り

つ

け

医

近

所

の

人

町

役

場

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

な

ど

職

場

・

学

校

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

社

会

福

祉

協

議

会

各

種

電

話

相

談

自

治

区

な

ど

の

地

域

組

織

民

生

委

員

児

童

委

員

59.4 14.1 9.2 8.6 7.7 7.4 4.5 4.4 2.9 2.5 1.2 3.7 8.6 8.2 4.3

52.4 13.4 8.8 10.7 7.8 6.2 4.2 4.6 2.0 3.3 0.7 2.6 9.8 10.4 3.9

64.7 14.7 9.6 7.0 7.7 8.7 4.6 3.4 2.9 2.2 1.4 4.8 8.2 7.2 4.1

83.3 4.2 4.2 8.3 8.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 0.0

71.0 0.0 9.7 0.0 12.9 29.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 3.2 12.9 3.2 0.0

77.1 7.1 7.1 5.7 14.3 18.6 0.0 2.9 1.4 0.0 0.0 4.3 5.7 7.1 1.4

65.7 13.3 6.7 6.7 18.1 14.3 2.9 0.0 2.9 2.9 0.0 3.8 7.6 1.9 1.9

56.0 13.1 5.4 8.3 8.9 4.8 2.4 3.0 3.0 2.4 0.0 2.4 13.1 13.7 3.0

53.3 18.6 12.6 10.8 2.1 0.9 7.5 6.6 3.0 3.6 2.4 4.5 7.8 9.0 6.3

68.4 11.0 7.4 6.9 11.0 13.7 2.2 1.4 2.2 1.6 0.0 2.7 8.5 6.6 1.6

50.6 17.4 11.0 10.5 4.7 1.4 6.6 6.9 2.8 3.3 1.9 5.0 8.8 10.5 6.4

54.2 10.0 15.0 6.7 4.2 3.3 6.7 5.0 5.0 1.7 3.3 3.3 13.3 5.0 7.5

59.8 14.3 9.8 9.0 7.8 4.1 5.7 3.3 2.5 3.7 0.4 4.1 6.1 9.4 3.7

58.8 14.8 5.8 8.2 8.9 11.7 3.5 3.5 2.3 1.2 0.8 4.7 9.7 7.4 3.9

73.6 18.9 9.4 7.5 9.4 18.9 1.9 9.4 1.9 7.5 1.9 0.0 5.7 5.7 1.9
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⑤孤独・孤立 

『孤立を感じない（決してない＋ほとんどない）』が73.6％であった一方、『孤立を感じ

る（時々ある＋常にある）』が24.6％と、回答者の約4人に1人が孤立感を抱えていること

が明らかになっています。 

また、『孤独を感じる（時々ある＋しばしばある・常にある）』が25.6％となり、孤独感を

感じている人も孤立と同じ程度存在しています。 

孤独感の背景要因としては、「ひとり暮らし」「心身のトラブル（病気・けが等）」「家族と

の死別」が多くあげられ、人間関係の希薄化や健康問題が上位の要因となっており、独居

高齢者の増加などを踏まえた孤独・孤立対策の強化が求められることを示しています。 

 

〈自分は他の人たちから孤立していると感じることがあるか〉 

 

24.1

23.8

24.0

41.7

38.7

31.4

22.9

23.2

20.4

28.0

19.9

20.0

23.0

24.9

32.1

49.5

51.8

48.6

50.0

35.5

44.3

48.6

48.2

53.9

46.4

53.9

41.7

58.2

47.5

47.2

20.9

19.2

21.9

4.2

16.1

21.4

25.7

22.0

20.1

21.2

19.9

26.7

15.6

22.2

20.8

3.7

4.2

3.6

4.2

9.7

2.9

2.9

4.2

3.6

3.3

4.4

7.5

1.2

4.7

1.9

1.0

1.9

2.4
2.1

1.1

1.9

4.2
2.0

0.8

全体 (N=752)

【性別】

男性 (N=307)

女性 (N=416)

【年齢別】

20歳代以下 (N=24)

30歳代 (N=31)

40歳代 (N=70)

50歳代 (N=105)

60歳代 (N=168)

70歳以上 (N=334)

【職業別】

有職者 (N=364)

無職等 (N=362)

【世帯構成別】

一人暮らし (N=120)

夫婦のみ (N=244)

２世代世帯 (N=257)

３世代世帯 (N=53)

決してない ほとんどない 時々ある 常にある 無回答
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〈どの程度、孤独であると感じることがあるか〉 

 

20.9

20.8

20.2

29.2

35.5

30.0

17.1

19.6

18.0

23.6

17.7

18.3

18.9

22.2

28.3

47.9

50.2

47.4

54.2

35.5

40.0

58.1

47.0

48.8

48.9

48.6

33.3

57.0

46.3

52.8

16.6

15.3

17.8

12.5

6.5

12.9

14.3

19.0

18.3

15.9

16.6

24.2

16.0

14.4

9.4

9.0

9.1

8.9

4.2

12.9

12.9

5.7

9.5

9.3

6.9

11.3

13.3

4.1

11.3

9.4

2.9

2.9

2.9

9.7

2.9

3.8

1.8

2.7

2.7

3.0

6.7

0.8
3.9

2.7

1.6

2.9

1.4

1.0

3.0

3.0

1.9

2.8

4.2
3.3

1.9

全体 (N=752)

【性別】

男性 (N=307)

女性 (N=416)

【年齢別】

20歳代以下 (N=24)

30歳代 (N=31)

40歳代 (N=70)

50歳代 (N=105)

60歳代 (N=168)

70歳以上 (N=334)

【職業別】

有職者 (N=364)

無職等 (N=362)

【世帯構成別】

一人暮らし (N=120)

夫婦のみ (N=244)

２世代世帯 (N=257)

３世代世帯 (N=53)

決してない ほとんどない たまにある 時々ある しばしばある・常にある 無回答
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〈現在の孤独感に強く影響を与えたと思われる出来事〉 

 

25.6

23.7

18.6

17.2

16.7

13.0

9.8

9.8

9.3

7.4

7.4

7.4

7.0

5.1

5.1

4.2

3.7

2.3

2.3

4.7

12.6

3.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

ひとり暮らし

心身のトラブル（病気・けが等）

家族との死別

生活困窮・貧困

家族の病気・障がい

介護・介助

こどもの独り立ち

仕事上（職場）のトラブル

人間関係によるトラブル（いじめ・ハラスメント等を含む）

転居

転校・転職・離職・退職（失業を除く）

ペットとの死別

家族以外の親しい知人等との死別

金銭によるトラブル

災害の被災・犯罪の被害等

家族間のトラブル（家庭内別居・DV・虐待を含む）

家族との離別

失業・求職・退学・休学（中退・不登校を含む）

妊娠・出産・子育て

その他

特に影響を与えたと思われる出来事はない

無回答
全体(n=215)
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⑥再犯防止 

再犯防止に協力する民間協力者の認知状況は、「保護司」が50.3％と最も高く、「いず

れも知らない」が22.7％、「少年補導員」が21.1％と続いています。 

また、再犯防止のために、地方公共団体がするべきことは、「犯罪をした人に対する支援

ネットワークを作る」「再犯防止に協力する民間協力者に対して、活動場所の提供や財政支

援をする」「住民に対して、再犯防止について広報・啓発活動をする」が上位３つです。 

〈再犯防止に協力する民間協力者（町外の場合を含む）の認知状況〉 

 

（％）

全体(n=752)

【性別】

男性(n=307)

女性(n=416)

【年齢別】

20歳代以下(n=24)

30歳代(n=31)

40歳代(n=70)

50歳代(n=105)

60歳代(n=168)

70歳以上(n=334)

【職業別】

有職者(n=364)

無職等(n=362)

【世帯構成別】

一人暮らし(n=120)

夫婦のみ(n=244)

２世代世帯(n=257)

３世代世帯(n=53)

無

回

答

保

護

司

い

ず

れ

も

知

ら

な

い

少

年

補

導

員

更

生

保

護

施

設

少

年

指

導

委

員

更

生

保

護

女

性

会

協

力

雇

用

主

少

年

警

察

協

助

員

B

B

S

会

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

50.3 22.7 21.1 17.7 13.7 9.4 7.4 4.7 1.1 0.3 15.7 5.1

49.5 24.4 21.5 13.7 15.0 6.8 7.5 5.2 1.3 0.0 16.0 2.3

51.0 20.7 20.7 20.2 12.7 11.3 7.7 4.1 1.0 0.5 16.1 7.0

16.7 41.7 16.7 12.5 12.5 8.3 4.2 4.2 0.0 0.0 25.0 0.0

41.9 29.0 22.6 22.6 22.6 9.7 3.2 12.9 3.2 3.2 16.1 0.0

34.3 31.4 11.4 14.3 8.6 7.1 2.9 4.3 1.4 0.0 22.9 5.7

49.5 24.8 28.6 18.1 16.2 8.6 5.7 3.8 1.0 0.0 15.2 1.9

53.0 21.4 24.4 25.0 12.5 6.5 10.1 4.8 0.6 0.6 17.9 0.6

55.4 18.0 19.8 14.4 14.1 11.7 8.4 4.2 1.2 0.0 13.5 9.0

47.8 24.7 22.5 19.0 13.5 8.5 4.7 4.1 0.5 0.3 16.8 2.2

53.0 20.2 20.4 16.6 14.1 10.5 10.2 5.2 1.7 0.3 14.9 7.5

42.5 27.5 17.5 12.5 10.8 5.0 5.0 2.5 0.8 0.0 15.0 11.7

52.5 20.1 23.0 16.8 13.5 10.2 11.5 3.7 1.2 0.0 15.6 4.9

52.5 22.2 23.3 18.3 15.6 10.1 6.6 6.2 1.2 0.4 16.0 3.5

52.8 18.9 20.8 28.3 20.8 22.6 5.7 7.5 1.9 1.9 11.3 1.9
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〈再犯防止のために、地方公共団体がするべきこと〉 

 

(％)

全体(n=752)

【性別】

男性(n=307)

女性(n=416)

【年齢別】

20歳代以下(n=24)

30歳代(n=31)

40歳代(n=70)

50歳代(n=105)

60歳代(n=168)

70歳以上(n=334)

【職業別】

有職者(n=364)

無職等(n=362)

【世帯構成別】

一人暮らし(n=120)

夫婦のみ(n=244)

２世代世帯(n=257)

３世代世帯(n=53)

犯

罪

を

し

た

人

に

対

す

る

支

援

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

を

作

る

再

犯

防

止

に

協

力

す

る

民

間

協

力

者

に

対

し

て

、

活

動

場

所

の

提

供

や

財

政

支

援

を

す

る

住

民

に

対

し

て

、

再

犯

防

止

に

つ

い

て

広

報

・

啓

発

活

動

を

す

る

犯

罪

を

し

た

人

を

地

方

公

共

団

体

の

機

関

で

雇

用

す

る

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

22.3 19.7 18.8 17.0 2.4 39.5 6.9

19.5 21.8 17.9 13.7 2.9 42.3 4.9

24.5 18.3 19.5 19.0 1.4 38.0 7.7

29.2 25.0 41.7 20.8 0.0 29.2 0.0

19.4 19.4 22.6 16.1 9.7 35.5 3.2

31.4 15.7 21.4 21.4 5.7 32.9 5.7

26.7 16.2 17.1 9.5 2.9 41.0 1.9

25.0 20.8 19.0 16.7 1.2 44.6 3.0

17.4 21.0 16.8 18.3 0.9 40.1 10.8

24.7 19.8 19.8 17.6 2.7 39.0 4.1

20.2 19.9 18.0 16.3 1.4 40.9 8.6

15.8 18.3 11.7 12.5 4.2 46.7 9.2

23.4 20.5 16.4 17.2 3.3 38.5 7.0

23.7 19.8 24.1 18.3 0.8 36.2 6.6

28.3 22.6 26.4 17.0 0.0 34.0 3.8
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⑦今後充実が必要、重要とされる施策・取組み 

町の社会福祉協議会が行う活動として、今後充実させてほしいものは、「気軽に相談で

きる「福祉総合相談」の充実」「住民による見守りや支え合い活動への支援」「外出支援

サービスの充実」が上位３つです。 

また、町の福祉施策を充実させる重要な取組みは、「移動手段の整備」「ひとり暮らしの

孤独・孤立対策」「福祉のことを知ってもらうための広報、啓発」が上位３つです。 

 

〈町の社会福祉協議会が行う活動として、今後充実させてほしいもの〉 

 

（％）

全体(n=752)

【性別】

男性(n=307)

女性(n=416)

【年齢別】

20歳代以下(n=24)

30歳代(n=31)

40歳代(n=70)

50歳代(n=105)

60歳代(n=168)

70歳以上(n=334)

【職業別】

有職者(n=364)

無職等(n=362)

【世帯構成別】

一人暮らし(n=120)

夫婦のみ(n=244)

２世代世帯(n=257)

３世代世帯(n=53)

無

回

答

そ

の

他

気

軽

に

相

談

で

き

る

「

福

祉

総

合

相

談

」

の

充

実

住

民

に

よ

る

見

守

り

や

支

え

合

い

活

動

へ

の

支

援

外

出

支

援

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

高

齢

者

の

働

く

場

の

提

供

及

び

交

流

活

動

の

支

援

福

祉

サ

ー

ビ

ス

に

関

す

る

情

報

発

信

の

充

実

在

宅

生

活

の

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

隣

近

所

や

自

治

区

な

ど

、

交

流

活

動

へ

の

支

援

地

域

住

民

へ

の

福

祉

に

対

す

る

普

及

啓

発

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

へ

の

参

加

促

進

と

支

援

障

が

い

者

の

働

く

場

の

提

供

及

び

日

中

活

動

の

支

援

学

校

に

お

け

る

福

祉

体

験

学

習

の

推

進

28.9 25.8 25.4 25.1 24.5 20.5 15.0 14.8 13.6 10.8 10.5 1.9 18.4

24.4 25.4 21.8 25.7 23.1 17.3 17.9 15.0 16.6 11.1 8.1 1.0 21.2

31.3 26.9 28.6 24.3 25.2 23.6 13.2 14.9 11.5 10.3 12.5 2.4 16.1

29.2 20.8 29.2 20.8 12.5 8.3 16.7 20.8 12.5 29.2 16.7 8.3 0.0

25.8 25.8 16.1 9.7 19.4 19.4 16.1 9.7 22.6 12.9 38.7 12.9 22.6

24.3 22.9 14.3 20.0 25.7 5.7 5.7 14.3 10.0 7.1 18.6 0.0 14.3

30.5 32.4 32.4 42.9 23.8 22.9 18.1 20.0 17.1 21.0 11.4 0.0 6.7

33.3 25.6 28.0 29.2 30.4 22.6 14.9 13.1 13.7 8.9 10.1 1.2 13.1

26.3 25.4 25.1 19.5 23.1 23.4 15.9 14.1 12.6 7.5 5.7 1.5 26.6

27.5 26.4 25.0 32.7 24.2 18.7 13.5 15.7 13.7 13.2 12.6 1.4 14.3

29.8 26.0 26.5 16.6 24.9 23.2 16.6 13.8 13.5 8.3 8.6 2.2 22.4

24.2 25.8 24.2 25.0 18.3 16.7 10.8 14.2 10.8 6.7 3.3 2.5 27.5

30.7 26.6 27.9 25.8 25.4 23.8 18.0 14.8 14.3 9.8 9.4 0.8 18.0

26.8 26.8 25.3 26.5 26.5 21.0 14.4 16.3 12.1 12.1 12.8 1.9 16.3

32.1 26.4 26.4 20.8 30.2 11.3 17.0 11.3 30.2 20.8 20.8 0.0 3.8
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〈町の福祉施策をより充実させていくために、重要な取組み〉 

 

（％）

全体(n=752)

【性別】

男性(n=307)

女性(n=416)

【年齢別】

20歳代以下(n=24)

30歳代(n=31)

40歳代(n=70)

50歳代(n=105)

60歳代(n=168)

70歳以上(n=334)

【職業別】

有職者(n=364)

無職等(n=362)

【世帯構成別】

一人暮らし(n=120)

夫婦のみ(n=244)

２世代世帯(n=257)

３世代世帯(n=53)

犯

罪

を

し

た

人

等

の

再

犯

防

止

対

策

外

国

人

が

安

心

し

て

生

活

で

き

る

環

境

の

整

備

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

特

に

な

い

無

回

答

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

、

N

P

O

な

ど

の

育

成

・

支

援

移

動

手

段

の

整

備

ひ

と

り

暮

ら

し

の

孤

独

・

孤

立

対

策

福

祉

の

こ

と

を

知

っ

て

も

ら

う

た

め

の

広

報

、

啓

発

緊

急

時

や

災

害

時

に

地

域

で

助

け

合

う

仕

組

み

づ

く

り

高

齢

者

、

障

が

い

者

、

児

童

の

福

祉

施

設

の

充

実

相

談

窓

口

の

案

内

少

子

化

対

策

、

こ

ど

も

・

子

育

て

支

援

住

民

が

気

軽

に

参

加

、

利

用

で

き

る

行

事

な

ど

の

充

実

地

域

活

動

の

担

い

手

、

地

域

リ

ー

ダ

ー

な

ど

の

人

材

育

成

認

知

症

や

障

が

い

者

な

ど

の

権

利

擁

護

の

取

組

み

学

校

や

生

涯

学

習

で

の

福

祉

教

育

32.2 29.3 28.5 27.5 25.7 24.2 18.4 16.4 12.0 10.6 9.8 6.9 5.1 2.7 2.0 5.3 2.0 5.1

26.7 27.0 30.9 24.8 25.4 25.1 20.5 16.0 13.4 11.1 8.8 7.8 6.2 3.6 2.3 6.8 3.3 3.6

36.1 31.5 26.9 29.6 26.9 23.6 16.8 16.6 11.1 10.8 10.6 6.3 4.3 2.2 1.4 4.3 0.7 5.5

54.2 8.3 20.8 25.0 25.0 12.5 33.3 29.2 8.3 4.2 8.3 8.3 0.0 0.0 4.2 8.3 0.0 0.0

22.6 29.0 22.6 12.9 19.4 22.6 45.2 29.0 9.7 6.5 29.0 6.5 3.2 3.2 6.5 3.2 6.5 3.2

30.0 25.7 15.7 24.3 15.7 20.0 41.4 14.3 7.1 11.4 15.7 12.9 8.6 1.4 4.3 0.0 2.9 2.9

38.1 27.6 23.8 25.7 33.3 24.8 13.3 14.3 8.6 11.4 10.5 8.6 8.6 2.9 1.9 5.7 1.9 1.9

31.5 32.7 28.0 32.1 27.4 27.4 17.3 11.3 11.3 10.7 10.7 6.0 3.6 2.4 1.8 7.1 2.4 1.8

29.9 30.8 34.1 27.8 26.3 24.3 12.3 18.0 15.0 11.4 6.3 5.4 4.5 3.3 1.2 5.7 0.9 8.1

32.7 29.9 24.5 28.0 28.6 24.5 23.4 17.9 11.3 10.7 11.5 9.1 5.2 3.3 2.2 5.2 2.2 2.5

31.8 29.6 32.9 27.1 24.3 24.0 13.5 14.9 12.7 11.0 8.3 4.7 5.0 2.2 1.9 5.5 1.1 6.9

30.0 32.5 30.8 19.2 23.3 25.8 9.2 16.7 8.3 10.8 9.2 3.3 4.2 4.2 2.5 9.2 5.0 5.0

31.6 27.5 32.4 30.3 27.0 25.4 18.0 16.0 15.2 10.2 7.4 6.6 4.5 2.9 1.2 4.1 1.2 5.7

35.0 29.6 25.3 29.6 26.5 23.3 21.0 16.3 12.1 11.3 10.5 7.4 5.4 1.9 2.7 4.7 1.2 3.5

24.5 24.5 26.4 32.1 28.3 18.9 34.0 20.8 7.5 9.4 24.5 15.1 3.8 1.9 3.8 1.9 0.0 5.7
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自由記述欄に寄せられた地域福祉に関するご提案やご意見などを整理すると、「情報

提供・周知の改善」「防犯・治安・安全対策」「高齢化・孤立への対応」についての意見など

が上位３つとなっており、これらが住民における現在の関心事や課題と捉えていることと

なっています。 

 

〈地域福祉に関するご提案やご意見など〈自由記述〉〉 

 

回答 件数

「情報提供・周知の改善」について 35件

「防犯・治安・安全対策」について 34件

「高齢化・孤立への対応」について 31件

「地域交流・コミュニティ活性化」について 28件

「空き家・環境維持管理」について 26件

「交通・移動手段の確保」について 23件

「産業振興・まちの将来」について 20件

「見守り・安否確認体制」について 17件

「地域活動の資金・運営基盤」について 16件

「生活アクセス（買い物・医療）」について 14件

「多文化共生・外国人対応」について 11件

「生活困窮・相談支援体制」について 10件

「子育て・保育支援」について 9件

その他 8件

意見総数（回答者数138名） 282件
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３．地域福祉座談会での話し合いから見られる地域の状況 

（1）地域福祉座談会の開催概要 

本計画の策定にあたり、地域での生活ニーズ、福祉課題を発見・共有し、具体的な活

動の方向性を計画へ反映させるために、住民の皆様に参加いただき、「九十九里町地域

福祉座談会」を開催しました。 

①実施概要 

⚫ 実施日 

【片貝・作田地区】 令和７年１１月１２日（水）中央公民館講義室  １０時から１２時 

【豊 海 地 区】 令和７年１１月１２日（水）つくも学遊館研修室 １３時３０分から１５時３０分 

⚫ 参加者 

⬧ ホームページによる一般募集及び自治区回覧による公募住民 

⬧ 民生委員児童委員協議会 

⬧ 人権擁護委員 

⬧ 行政相談委員 

⬧ 保護司更生保護女性連絡協議会 

⬧ 自治区連絡協議会 

⬧ 婦人会 

⬧ ダイヤモンドクラブ連合会 

⬧ 豊海地区社会福祉協議会 

⬧ 片貝・作田地区社会福祉協議会 

⬧ 社協 

⬧ ボランティア連絡協議会 

⬧ 赤十字奉仕団 

⚫ 参加人数 

【片貝・作田地区】 30名 

【豊 海 地 区】 20名 

②実施方法 

本座談会は、ワークショップ（参加者の主体性を重視した体験型の講座、グループ学

習、研究集会等を指す言葉）の手法を用いて、同じ地域に暮らす住民同士が自由な意見

を出し合い、地域の現状や地域の課題（困りごと・不安なこと）について、グループごとに

「そう思う」「こんなことも関係ある」といった課題を出し、その課題解決に向けてできるこ

とについて話し合いました。 

意見をまとめ整理したのち、各グループで話し合った内容を報告、地域の問題について

の意見を共有しました。そして、そこで話し合われた課題と課題解決に向けてのできるこ

とを取りまとめました。 
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（2）主な現状と課題、対応策・解決策（できること） 

参加者が選定したテーマと、主な現状と課題、課題への対応策・解決策（できること）を

まとめると次のとおりです。 

 

テーマ：ひとり暮らしや身寄りのない高齢者への生活支援 

主な現状と課題 対応策・解決策（できること） 

・買い物に出かけることができずに困っている

人がいる。 

・移動スーパーも多少あるが、不便。 

・移動スーパーに働きかけ、出店を増やしても

らう。 

 

・配食サービスなど国や町の制度・サービスを

知らない高齢者が多い。 

・コロナ禍以降、葬儀の仕方が分からない。 

・外出支援サービスの範囲は、町内だけに限ら

れている。 

・福祉や介護の制度・サービスについて、行政

が広報や区長会、防災無線等を通じてより広

く周知を行う。 

・町役場等に「なんでも相談窓口」を設置する。 

・ひとり暮らしの人が増加している。 

・高齢者だけの世帯や独居世帯への見守りを

行っている。ヤクルト販売の人や婦人会の配

食でも見守りをしている。 

・遠く離れた娘が金銭管理をしていて、高齢者

自身ではお金をすぐに使えない。 

・地域での防犯対策に取り組む。 

・地域の組織づくりを進める。 

・ボランティアの活動を充実させる。 

 

・婦人会の配食サービスは月１回。大変良いが、

人数が限られている。婦人会のない地区での

対応が課題である。 

・婦人会のない地区での配食サービスや見守り

の状況を確認する。 

・誰がひとり暮らしなのかわからない。名前、

人数、見守りがあるのかないのかもわからな

い。ひとり暮らし、見守りのない人が、何に

困っているのか把握するのが難しい現状が

ある。民生委員や区長も把握できていない。

個人情報保護に阻まれる。 

・困っている人のニーズが分からない。 

・一人で暮らしている方の連絡方法はどうした

ら良いのか。居留守が多く、住んでいるのか

どうかも分からない。 

・自治区に加入していない人もいる。 

・社協や地域包括支援センターがどんなことを

しているのかが広まっていない。 

・ひとり暮らしの方の死後、自分の財産をどう

したら良いか悩んでいる。 

・地域での会合を持つ。会合には民生委員が出

る。 

・民生委員、区長、社協推進委員が連携に努め

る。 

・個人情報の利用を関係者に広げることができ

ないのか（準要保護者等）、確認・検討を行う。 

・自分の方から聞いていく。関係を築く。 

・困っている人は、地域包括支援センター、社

会福祉協議会につなげる。 

・家族で助け合う。 

 

・困っているのに、何でも相談に行く交通手段

がない。愚痴を言う場もない。 

・地域でうまく使える交通手段が少ない。 

・困っている人を車に乗せて行きたいが、事故

が心配である。 

・災害が起きたとき、近所の車のない人や高齢

の方に声をかけて避難するようにしている。 

・住民の声を反映した交通手段を考える。 
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・何かあるときには、高齢者間で話し合ってい

る。 

・以前に比べて、何でも相談に来る人が減って

いる。 

・昔のような地域の集まりが減った。 

・区の役員の引き継ぎのときに、話し合いがな

されていない現状にある。 

・民生委員の抱えている人数が多すぎる。 

・地域での交流会（お茶会、ゲートボール等）

を復活させる。 

 

 

 

 

 

テーマ：居場所・集まる場の確保 

主な現状と課題 対応策・解決策（できること） 

・ふれあいサロンは月に１回開催しているが、

女性中心である（作田地区）。男性向けのサロ

ンも必要ではないか。 

・サロンでは、リーダーが脳トレやゲームなど

を用意している。リーダーの体調が悪いとき

に困る。 

・サロンは、素人が運営しているのでマンネリ

化している。 

 

・ボランティアの高齢化に伴い、次世代（若い

人）の参加を募る。 

・有償ボランティアの参加を促す（行政からの

助成金が必要と思われる）。 

・ひきこもり防止のために、軽スポーツ普及に

取り組む。 

・サロンへの人的補助を行う。歯、栄養、健康

について話してもらえるような人に来ても

らう。 

・健康福祉課により、健康体操を行う。 

・サロンには独居の人が来ている。参加しても

らえるよう声かけをしている。 

・サロンへの推進委員の参加が少ない。 

・独居の人だけでなく、友達を誘い合ってもら

うようにする。 

・推進委員に積極的な声かけとお誘いをしても

らう。 

・推進委員は現状、70歳代が中心となっている。

人数は40名以上いるが、今後高齢化が進む

と、若手が不足する。 

・推進委員の年齢制限はない。 

・利用者の送迎をする人が減少している。 

・サロンの送迎は推進委員がするので不安。 

・足腰の衰えにより、集まる場所に行くことが

できない。 

・歩いて行けるサロンにする必要がある。 

・居場所の確保が難しい（話し相手）。 

・サロンは、開催場所により区民対象や全町民

対象と異なり、開催頻度も毎週や月１回のも

のがある。誰でも参加できると良いのではな

いか。 

・場所はあるが、特定の日・曜日が決まってい

るので、参加できない。 

・食事会を開催しているが、送迎付きの店を探

すのが大変である。 

・こども食堂を月に１回開催しており、高齢者

が数人で楽しみに来てくれる。集まる場の一

つになっている。 

・送迎は、ボランティア保険に加入して対応す

る。 

・利用者から、事故のリスクがあることについ

ての誓約書を取得する。 

・小さなサロンを立ち上げるための人を養成す

る（初めは社協の職員がリーダーに）。 

・ダイヤモンドクラブ等の集会所も利用する。 

・個人宅の空き部屋を利用し、集まる場所を確

保する。提供者を募る。 
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・サロンのために一般住宅を借りる場合、光熱

費の自己負担が大きい。 

・参加者はカラオケが大好きであるが、カラオ

ケのレンタル期限が迫っている。 

・サロンの予算がいくらまで使えるのかはっき

りさせる。 

・個人宅をサロンに提供してもらう際に、光熱

費等の費用補助を行う。 

・サロンにカラオケを完備する。 

・高齢者がどこにいるのかはっきりしない。高

齢者の住所等を教えてもらえない。 

 （把握している部署は、役場のどこなのか） 

・役場より、地区の福祉関係者には高齢者がど

こにいるのかを伝えてもらう。 

 

テーマ：移動支援 

主な現状と課題 対応策・解決策（できること） 

・タクシーの台数が少ない。 

・タクシー券は、町内のみの制限があり、利用

範囲が狭い。 

・タクシーの利用が難しい。タクシー券は帰り

が困る。 

・病院までのタクシー代が高く、通院ができな

い。 

・移動支援のサービスとして、介護タクシー（介

護保険）、福祉タクシー（障がい者向け）、ケ

アタクシー、タクシー券の配布がある。ケア

タクシーはお金がかかるが、通常のタクシー

より安い。外出時は有料の交通機関を使うこ

とが多く、高齢者にとっては負担が大きい。 

・タクシーを利用するとき、直には使えず、予

約が必要である。 

・移動支援・外出支援の提供回数が少ない。 

・外出支援のドライバー不足。 

・運転免許返納後の生活では、通院、買い物、

外出に対する不安がある。 

・外出支援の依頼場所が分からず、個人的に友

人・知人に買い物を頼るケースも多い。もし

事故等が起こった場合に補償できない。 

・外出支援ボランティアの充実 

・配達支援を提供する。 

・移動支援は、増えているひとり暮らしの高齢

者への対応をもっと考えていくべきである。 

 

 

 

 

 

・移動スーパーは週2回（つくも南）のヤックス。 

・100縁サービス（10分間100円）や社協の無料

での外出支援サービス事業・通院支援。こう

した外出支援についての周知が不足してい

る。 

・町から提供しているサービスの一覧表を作成

し、高齢者等に提供する。 

 （ホームページを見ることは、高齢者には無

理） 

 

・外出支援サービス事業が利用者のニーズに応

え切れていない。 

・外出支援サービス事業のドライバーボラン

ティアの交代要員がいない。応募する人がい

ない。 

 

・外出支援サービス事業は、町内医療施設行き

の便を設ける。 

・役場の定年退職者にドライバーになってもら

う案内をする。 

・ドライバーボランティアが自分で後継者を見

つけ、声をかける。 
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テーマ：複合的な生活課題を抱える家庭への支援 

主な現状と課題 対応策・解決策（できること） 

・障がいの子と母親の二人暮らしや、ひとり暮

らしの高齢者が多い。 

・50代の娘が母親の施設に通っているケースが

ある。 

・精神障がいの姉を一人で背負っているケース

がある。姉が時々一人で外出してしまい、防

災無線で捜索することも。 

・困難を抱える人の情報の共有ができていな

い。 

・ヤングケアラーの把握が必要である。 

・近隣との交流が希薄なので、実態を知る。 

・改善に向けて、行政へ強い働きかけを行う

（区長等）。 

・小学校に対しては、説明会を行うことを予定

している。 

・近所とのふれあいがあまりないので、姿を見

かけたら声をかけるということを、地区で共

有できると良い。 

・送迎支援、生活支援のサービスがあることを

伝えていく。 
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４．社会動向 

（1）少子高齢化・人口減少と地域生活の変容 

我が国は、世界でも類を見ない速度で少子高齢化が進行しており、人口減少は全国的

に深刻な課題となっています。出生数は過去最少を更新し続け、高齢化率は上昇を続け

ており、これに伴い、単身高齢者や高齢者のみ世帯が急増し、家族・地域が担っていた生

活支援機能が弱まっている状況です。 

また、15～64歳人口（生産年齢人口）の減少や地域コミュニティの縮小により、「買い

物難民」、「通院困難者」、「社会的孤立」といった生活課題が顕在化してきています。 

なかでも、交通手段の確保、医療・介護資源の不足、防災脆弱性の拡大など、地域の

基盤に関わる課題が複合化しており、生活支援と安全確保を両立する地域づくりが急務

となっています。 

 

（２）孤独・孤立の深刻化と社会的つながりの再構築 

単身世帯の増加、家族関係の希薄化、ネット上のコミュニティ偏在、コロナ禍による社

会的断絶などを背景に、孤独・孤立の問題が全国的に深刻化しており、令和３年には国に

「孤独・孤立担当大臣」が設置され、令和５年には「孤独・孤立対策推進法」が制定されま

した。 

本町を含め多くの市町村では、相談体制の強化、地域の居場所づくり（こども食堂、高

齢者サロン等）、見守りネットワークの拡充、民生委員との連携など通じて、早期支援のた

めの取組みが進められています。 

孤独・孤立への対策にあたっては、メンタルヘルスへの対応にとどまらず、生活困窮とも

関連するため、総合的な支援の強化が求められています。 

 

（３）物価上昇・生活困窮への対応 

近年の物価上昇をはじめ、高齢化の進展による高齢単身世帯の増加、ひとり親世帯に

おける収入の不安定さ、非正規雇用の増加など労働市場の変化に伴い、生活困窮者及

びそのリスクを抱える人・世帯への充実が求められています。 

市町村においては、食料支援、公共料金支援、相談体制の強化、就労支援などを拡充

する動きが強まっており、生活困窮者自立支援制度と地域福祉との連携が重要性を増し

ています。 

 

（４）ヤングケアラー・8050問題・ダブルケアなどの生きづらさの多様化 

家族の構造変化に伴い、ヤングケアラー、8050問題、ダブルケアなど、世帯内に潜在

化し、発見が遅れがちな新たな課題が出てきています。 

早期発見・早期支援には、学校・医療機関・地域福祉等の連携が不可欠であり、分野

横断的な支援体制整備が求められています。 
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（５）災害対策・福祉防災の強化 

地震・台風・豪雨等の災害時における、要配慮者支援の必要性が高まっており、個別避

難計画の作成や福祉避難所の整備、防災訓練と見守りの連動など、福祉と防災が連携す

る「福祉防災」の視点が全国的に重視されてきています。 

本町のような沿岸地域では、津波・高潮対策も含めた包括的な支援体制整備が求めら

れています。 

 

（６）デジタル化と情報格差（デジタル・ディバイド） 

行政手続のオンライン化やＩＣＴの普及が進む一方で、デジタル活用に不慣れな住民や

情報取得にハンディキャップのある住民が取り残される「情報格差」への対応が課題とし

てあがっています。 

市町村では、スマホ講座、相談におけるオンラインと対面の併用のほか、広報紙などの

紙媒体とホームページやSNSなど複数のメディアを組み合わせたメディアミックスによる

情報提供など、多様な手段で住民の参加を支える取組みが増えてきています。 

 

（７）多様性・包摂と権利擁護 

障がいのある人や認知症の高齢者、外国人住民など、配慮や支援を必要とする多様な

住民が地域に暮らしており、包摂的な地域づくりとして、差別の解消、合理的配慮、権利

擁護の強化が求められています。 

また、虐待防止や再犯防止の対策との連携など、地域福祉の役割は多分野にまたがっ

ている状況です。 

 

（８）高齢者・障がい者・こども等の支援に関する動向 

①高齢者福祉に関すること 

国が推進する「地域共生社会」の理念のもと、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、

その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、「地域包括ケアシス

テム」の深化・推進が図られています。 

また、令和６年度から施行された認知症基本法に基づき、市町村には認知症施策の総

合的な推進（早期支援・家族支援・地域理解の促進等）が求められているほか、介護分野

における人材不足が深刻化する中、介護DX、介護ロボット導入、生産性向上への支援な

どの取組みを強化しています。 
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②障がい者福祉に関すること 

国が推進する「地域共生社会」の理念のもと、障がい者が住み慣れた地域で自立した

生活を営み、地域とともに暮らす共生社会の実現を目指し、市町村には、障がい者や障

がい児の福祉サービスの質の向上、相談支援体制の充実、就労支援、地域生活支援、医

療的ケアへの対応など、様々な施策展開が期待されています。 

また、令和６年４月施行の改正障害者差別解消法により、民間事業者においても「合理

的配慮の提供」が義務化され、地域全体で障がい者の権利保障と社会参加を支える体

制づくりが進められています。 

③こども・子育て支援に関すること 

国では、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本

法として、令和４年６月にこども基本法が成立・公布され、令和５年４月１日の施行に伴い、

こども政策の新たな司令塔として、こども家庭庁が創設されることになり、令和５年４月に

発足されています。そして、令和５年12月には、こども施策に関する基本的な方針、重要

事項を定めた「こども大綱」が閣議決定されています。 

そのほか、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有

する機関（こども家庭センター）の設置を努力義務化した児童福祉法等の一部改正（令和

４年）や、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付「こども誰で

も通園制度」の創設等を定めた子ども・子育て支援法等の一部改正（令和６年）が行われ

ています。 

このような法制度の改正等を踏まえつつ、市町村においてはこどもの視点で、こどもを

取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、

健やかな成長を社会全体で後押しする取組みが求められています。 

④生活困窮に関すること 

近年は、物価上昇・社会的孤立・不安定就労の増加などを背景に、国は「複合的課題を

抱える生活困窮者への包括支援」を重点施策にあげています。 

特に、若年層やひとり親家庭、8050問題、住まい喪失者、就労に課題を抱える中高年

層など多様な困窮が顕在化しており、市町村には相談支援、就労準備支援、家計改善支

援、居住支援、こどもの学習・生活支援、孤立防止支援など総合的な支援体制の強化が

求められています。 

また、「こども大綱」では、貧困の状況にあるこども・若者や子育て当事者が社会的孤立

に陥ることのないよう、親の妊娠・出産期からの相談支援の充実や居場所づくりなど、生

活の安定に資するための支援を進めることとされています。 
 

 

  



38 

５．アンケートや座談会等を踏まえた福祉課題の整理 

課題１ 日々の暮らし（移動・買い物・通院等）への支援の充実 

本町では、単身高齢者や高齢者のみ世帯が増加し、それら世帯への生活支援が大き

な課題であり、住民へのアンケートでは「買い物・通院などの移動手段の不足」が高齢者

の生活上の不安要因として指摘されています。 

特に、公共交通の選択肢が少ない地域特性から、免許返納後の生活不安がうかがえ、

座談会においても「タクシー台数が少ない」、「予約が必要ですぐ使えない」、「タクシー券

が町内のみで不便」、「買い物支援のドライバー不足」など、具体的な問題点があげられて

います。 

また、移動スーパーなど、生活支援のための取組みもありますが、情報が十分に伝わら

ず利用が少ない状況です。 

移動は、健康維持、社会参加、孤立防止のすべてに影響するものであることから、既存

の取組みの周知・活用促進とともに、高齢者等の生活に必要な移動手段の確保・充実が

重要課題です。 

 

課題２ 孤独・孤立の防止と相談しやすい環境づくり、居場所づくり 

住民へのアンケートでは、「孤独を感じる」という住民が25％を超え、4人に1人が孤独・

孤立のリスクを抱えていることが明らかになっており、特に配偶者の死別、人間関係の希

薄化、健康問題が孤立感を強めている状況がうかがえます。 

また、座談会では「昔のような集まりが減り、相談し合う文化が弱まった」、「民生委員の

担当人数が多すぎて個別対応が難しい」、「独居高齢者の所在や状況が把握できない」と

いった、支援対象者の把握や相談につなげる部分における課題があがっています。 

さらに、町内には、高齢者のサロンや集いの場、子育て中の親子の居場所である子育

て支援センター、こども食堂などのこどもの居場所が存在する一方、座談会では、例えば

高齢者の居場所における参加者の偏りや開催頻度の少なさ、送迎の担い手不足などが

指摘されています。 

全国的にも、コロナ禍で多くの地域活動が中断したことで、孤独・孤立が深刻化し、法整

備が進むなど重要施策として位置づけられており、孤独と生活困窮や心身機能低下の関

係性も指摘されていることから、本町においても、支援対象者の早期把握や相談しやすい

環境づくりとともに、居場所が“あるのに使えない”“参加しづらい”という課題の解消に向

けた、包括的な取組みが求められます。 

 

課題３ 複合的な生活課題（障がい・ひきこもり・ヤングケアラー等）への対応 

近隣関係の希薄化により、家庭内の困難が周囲に見えにくく、支援につながりにくい状

況があり、全国的にも近年、8050問題、ヤングケアラー問題、DV（家庭内暴力）やワンオ

ペ育児など困難を抱える女性など、複合的な困難を抱える家庭への支援が重要性を増

し、分野横断的な支援の必要性が指摘されています。 
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また、座談会においても、障がいのある家族をひとりで支えているケースや、精神疾患

を抱える家族の見守り、ヤングケアラーの可能性がある家庭など、多様で複合的な生活

課題が報告されています。 

単身高齢者やひきこもり、障がい者支援、家族関係の複雑化が重なり合うケースが増

える中、既存の制度だけでは対応しきれない“制度の狭間”の問題に対して、早期発見・

早期支援に向けて、福祉・教育・医療など様々な関係機関・団体が連携した包括的な支援

体制の充実が求められます。 

 

 

福祉課題まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

孤独・孤立の防止と相談しやすい環境づくり、居場所づくり 

⚫ 支援対象者の早期把握や相談しやすい環境づくり 

⚫ 居場所が“あるのに使えない”“参加しづらい”という課題の解消に

向けた、包括的な取組み 

複合的な生活課題（障がい・ひきこもり・ヤングケアラー等）への対応 

⚫ “制度の狭間”の問題に対して、早期発見・早期支援に向けて、福

祉・教育・医療など様々な関係機関・団体が連携した包括的な支援

体制の充実 

日々の暮らし（移動・買い物・通院等）への支援の充実 

⚫ 移動スーパーなど既存の取組みの周知・活用促進 

⚫ 高齢者等の生活に必要な移動手段の確保・充実 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本方向 
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１．基本理念と基本姿勢 

本計画が目指す姿として、第１期計画の基本理念を「支え合って共に育む 心つながる

まち 九十九里」を踏襲し、その実現に向けて地域福祉に係る施策を計画的かつ継続的

に推進します。 

地域福祉の推進にあたっては、住民の「自助」努力と、住民同士・地域での「互助・共

助」が行われ、自助や共助では対応しきれない部分を公的福祉サービスによる「公助」に

より、様々な動きが重なって福祉課題の解決に取り組んでいきます。 

計画の基本理念 

 

 

 

地域福祉推進の基本姿勢 

 

 

 

 

 

地域住民にしか見えない課題や発見しにくい課題の解決に取り組むには、個々のニー

ズに即した、きめ細かい配慮が必要となります。 

地域福祉活動は、そのような課題が見える小さな圏域を単位として行われることが多

く、そこで解決できない課題は、より広い圏域で段階的に共有化され、課題への対応の検

討を通して新たな活動の展開につながっていきます。 

本計画では、地域福祉を進める上での地域を次のように捉えて、地域特性を活かした

活動を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支え合って共に育む 心つながるまち 九十九里  

自助・互助・共助・公助の協働による福祉課題の解決と  

安心して暮らせるための支援の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊海、片貝・作田地区 

（２地区社会福祉協議会） 

 

 

 
自治区 

 

 近 所 

町全体 
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２．基本目標 

基本目標１ 地域を思う心を育み、誰もが参加できる地域づくりと人づくりの推進 

少子高齢化や地域コミュニティの弱体化、多様性の進展など、地域社会を取り巻く状

況は大きく変化しており、また、孤独・孤立や情報格差への対応、外国人住民や障がい者

への合理的配慮など、多様な価値観を尊重する姿勢が地域づくりの基盤として求められ

ています。 

本町では、地域に対する関心やつながりが希薄化する一方で、「地域を思う心」、「支え

合いたいという気持ち」、こうした住民の思いを育み、こどもから高齢者まで、生涯にわた

る学びと参加の機会を整えます。 

また、地域活動を支える担い手の確保や次世代の育成など、住民が関わりやすい仕組

みの構築を進め、多様な背景をもつ住民が安心して参加し活躍できる持続可能な地域づ

くりを進めていきます。 

 

基本目標２ 地域共生社会を目指した、分野横断的な相談体制・支え合い体制の構築 

住民が抱える課題は、介護・障がい・子育て・生活困窮・家族問題など複数の要素が絡

み合い、「制度の狭間」や「複合化した課題」が増えている状況です。 

本町では、年齢や分野に関わらず誰もが気軽に相談でき、また、孤立・孤独、8050問

題、ヤングケアラー、再犯防止に関わる生活再建など、見えにくい課題に早期に気づき、

伴走的に支援する、「包括的な支援体制」の充実を図ります。 

加えて、福祉と教育・医療・警察などとの協働を重視し、複合的な課題を一体的に把握

し、支援できる体制づくりや訪問型のアウトリーチの強化とともに、多機関連携による迅速

な支援を図ります。 

 

基本目標３ 安全・安心な暮らしを守る支援の推進 

本町では、高齢化の進展、単身世帯の増加、交通手段の不足、沿岸部特有の災害リス

クなど、生活基盤の不安要素が住民へのアンケートや座談会を通じてあがっており、通

院・買い物の移動手段、災害時の不安、孤立防止など、生活に直結した課題に対して、住

民の暮らしを支える基盤整備と見守り体制の充実が不可欠な状況です。 

「安全・安心なまちづくり」の推進とともに、生活交通や医療アクセスの確保、買い物環

境の維持など、生活の持続性を確保するための官民連携による取組みを推進するととも

に、住民一人ひとりが地域を支える主体となるための啓発や、誰もが必要な情報やサービ

スにつながる仕組みづくりを進めることで、安心して暮らし続けられる地域づくりを推進し

ます。 
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３．基本目標と施策体系 

 
基本

理念 
 基本目標  基本施策 

     

支
え
合
っ
て
共
に
育
む 

心
つ
な
が
る
ま
ち 
九
十
九
里 

 

１ 地域を思う心を育み、

誰もが参加できる地

域づくりと人づくり

の推進 

 
（1） 福祉教育・啓発活動の推進 

（2） こども・高齢者・障がい者・外国人住民等、多様な住民

が気軽に参加できる居場所・交流・学びの場の創出 

（3） 地域コミュニティ活動の担い手育成と活動支援 

（4） 情報発信の強化と分かりやすい広報 

    

 

２ 地域共生社会を目指

した、分野横断的な

相談体制・支え合い

体制の構築 

 
（1） 分野横断的な相談体制の構築 

（2） 相談支援・参加支援・地域づくり支援の一体的推進 

（3） ヤングケアラー、8050 問題、ひきこもりの早期把握・

早期支援 

（4） 生活困窮者への支援 

（5） 再犯防止のための支援 

（6） 権利擁護の推進 

    

 

３ 安全・安心な暮らしを

守る支援の推進 

 
（1） 孤独・孤立の早期発見と見守りネットワークの強化 

（2） 移動・交通手段の確保 

（3） 福祉防災、防犯活動の推進 

（4） 住まいの支援 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 地域福祉計画 
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基本目標１ 地域を思う心を育み、誰もが参加できる地域づくり

と人づくりの推進 

現状・課題 

⚫ 住民へのアンケートでは、地域のつながりが弱まっていると感じる住民が多く、地域行

事・自治区活動の参加率は高齢層で高く、若年層の参加は低い状況です。また、町民

の約25％が孤独感・孤立感を抱えている状況であり、地域に「相談できる相手がいな

い」という声も比較的多く見られます。 

⚫ 座談会では、「町内会に入っていない住民が多く、実態把握が困難」「民生委員の担当

世帯数が多すぎる」といった課題が指摘されています。 

⚫ 福祉サービスや地域の活動情報が十分に届いておらず、住民の関心不足と情報不足

が相互に影響している状況がうかがえます。 

⚫ 居場所（サロン）の運営は、高齢ボランティアが中心であるほか、若年層の地域活動に

ついては、ジュニアリーダー育成などは実施していますが、若年層の地域活動参加は依

然として少ない状況で、「担い手の高齢化」「新規参加者不足」など、地域活動の継続と

いう課題を抱えています。 

⚫ 外国人住民や障がいのある人など、多様な背景を持つ住民への情報・参加支援が求め

られる状況です。 

⚫ 関係団体へのアンケートでは、小学校や中学校等で福祉活動を紹介したり、地域のイベ

ントの運営をこどもたちに任せたり、働き盛りの年代を対象にボランティア活動の知識や

技術を学べる講座を開設したりといった、担い手づくりへの提案が寄せられています。

また、「おてもり喫茶室」等、地域における既存の居場所や拠点に対する肯定的な評価

とともに、子ども食堂やサロン、不登校やひきこもりの方の居場所づくりなど、さらなる充

実を求める声があります 

⚫ 住民一人ひとりが地域社会の一員として役割や参加の機会を持ち、互いに尊重し合い

ながら、多様性を力に変える地域づくりを進めるとともに、地域のつながりの希薄化、居

場所不足、担い手の高齢化、情報が届かないといった課題が多く示されており、これら

を踏まえた取組みを進める必要があります。 

 

取組みの方向 

（1）福祉教育・啓発活動の推進 

①学校・地域と連携した福祉教育の充実 

町では、こどもから大人まで地域福祉への理解を深められるよう、学校と地域が協働し

た福祉教育を推進します。 

学校では、高齢者疑似体験や障がい理解の学習、地域と連携した交流授業など、体験

を通じて“支え合う心”を育てる取組みを充実させます。また、教員への研修や教材の整

備を進め、継続性ある福祉学習を学校全体で取り入れられる環境を整えます。さらに、地

域の福祉団体や専門職と協働し、実践的な学びにつながるプログラムを企画することで、
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日常生活の中で福祉を考える視点を育てます。 

地域では、公民館や学遊館の講座などを通じて、福祉を身近に感じてもらえる学習の

場を増やします。 

②多文化共生、人権尊重、共生社会の理解を深める講座・研修等の実施 

町では、高齢者、障がい者、外国人住民など、様々な人が安心して暮らせる地域づくり

に向け、多文化共生や人権尊重に関する講座・研修等を計画的に開催し、地域で生活す

る多様な人々への理解を促進します。 

多言語化や「やさしい日本語」の活用など、コミュニケーション上の工夫にも力を入れる

とともに、生涯を通じての地域での学びや生きがいづくりのための環境を整えます。 

障がい理解の促進は、共生社会づくりの基盤であることから、学校・地域講座に障がい

理解のための教育を積極的に取り入れます。 

③偏見や差別をなくすための住民啓発の強化 

偏見や差別を防ぐため、町では広報紙、ホームページ、SNS、講座など多様な媒体を

活用した啓発活動を進めます。 

身近な事例を取り上げた啓発資料を作成し、住民が気軽に学べる環境を整えます。ま

た、差別やハラスメントに遭った場合の相談窓口を周知します。 

また、小中学校を通じて、いじめ防止や人権尊重の意識を育てます。 

主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

心の教育推進事業 

⚫ 「心の九十九里ルール」「守ろう心の九十九里ルール」

の実践を家庭、地域と一体となって推進する。 

⚫ 人権教室や思春期健康教室等を実施するとともに、

特別の教科道徳と他教科との連携等により心の教育

の充実を図る。 

教育委員会

事務局 

つくも学遊館活動事業 
⚫ 生涯学習を目的とした、つくも学遊館主催講座を開講

し、学びの場を創造する。 
まちづくり課 

中央公民館事業 

⚫ 生涯を通じての、学び合い、生きがいづくり、まちづく

りをモットーに、社会変化や住民の学習ニーズに応じ

た幅広い学習機会の提供を図り、公民館施設の開放

及び団体への活用促進を図る。住民ニーズに対応し

た図書の充実、公民館主催の講座を開催する。 

教育委員会

事務局 

生涯学習推進事業 ⚫ 生涯学習推進大会の開催と参加団体の育成を図る。 
教育委員会

事務局 

ボランティア等人材育成

事業 

⚫ ボランティア講座・講習会及び体験講座を開催し、ボラ

ンティアの育成を図るとともに、若年層やこどもたち等

がボランティア活動に参加しやすい方法を検討する。 

（社協） 

社会福祉団体活動 

育成事業 

⚫ 民生委員児童委員協議会、保護司更生保護女性連

絡協議会、身体障害者福祉会、ダイヤモンドクラブ（老

人クラブ）、遺族会等に活動費の助成を行う。 

社会福祉課 

（社協） 
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職員研修（人材育成） 
⚫ 人権問題や差別解消法に関する合理的配慮等の理

解を深めるため、職員研修の内容の充実を図る。 

総務課 

社会福祉課 

 

地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 福祉教育の授業・講座に講師や協力者として参加する 

⚫ こどもが権利の主体であるという意識を持ち、こども・若者の意見を取組みに反映する 

⚫ 多文化共生や人権講座に住民として積極的に参加する 

⚫ 誤解や偏見に気づいた際に正しい知識を伝える役割を担う 

⚫ 福祉に関する地域イベントを企画・支援する 

⚫ 福祉団体や学校と協力し、体験学習の場づくりに参加する 

⚫ 福祉に関する情報を SNSや口コミで広める 

⚫ 外国につながる住民にやさしい日本語で説明する支援を行う 

⚫ 事業所が従業員向けに福祉理解の研修を行い地域へ広げる 

⚫ 差別や人権侵害が起きそうな場面を地域で見守り、早期に相談につなぐ 

 

 

（2）こども・高齢者・障がい者・外国人住民等、多様な住民が気軽に参加できる

「居場所・交流・学びの場」の創出 

①高齢者サロン、こども食堂、外国人交流、趣味活動など属性別・目的別の居場

所づくり 

町では、年齢や生活背景に応じた参加しやすい場を増やすことで、地域の孤立を防

ぎ、支え合いの関係づくりを進めます。 

高齢者にはサロン活動や介護予防教室、こどもにはこども食堂や遊び場、外国人住民

には交流会や生活相談付きの場など、生活状況に合った居場所を提供するほか、趣味や

学びを通じて住民同士が交流できる環境を提供します。 

②多世代交流を促進する拠点づくりの推進 

町では、学遊館、学校、公民館などを拠点として、多世代が参加できる行事や講座、体

験活動を提供します。 

また、高齢者とこどもが一緒に取り組む文化活動やスポーツイベント、地域の生活を学

ぶ体験など、場面を工夫して交流の機会を創出します。 

③地域の居場所をネットワーク化し、誰もがアクセスしやすい仕組みづくり 

町内に広がる居場所や活動拠点をネットワーク化し、住民が必要な場にアクセスしやす

くなるよう仕組みを整えます。具体的には、活動内容や開催時間をまとめた「居場所マッ

プ」やオンライン情報一覧を作成し、利用しやすい形で提供します。 

また、交通手段が不十分な地域では、移動支援や送迎ボランティアと連携し、参加の

ハードルを下げます。複数の居場所同士が情報交換を行い、地域の課題や参加状況を共

有することで、より必要とされる場を育てていきます。 
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主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

地区コミュニティ環境 

施設整備事業 

⚫ 地区コミュニティの活動拠点施設の環境整備に努め、

地域コミュニティ活動の活性化及び地域の共助・互助

体制の確立を目指す。 

企画政策課 

コミュニティ助成事業 

⚫ 広報・ホームページ等で事業の周知を図るとともに、

地区コミュニティ団体活動に必要な設備の確保、活動

に関する相談等を行う。 

企画政策課 

介護予防拠点整備 

事業 

⚫ 「ちどりの里」を高齢者の総合相談窓口や従来実施し

ている体操教室や新たな介護予防教室を実施する拠

点として強化する。 

健康福祉課 
（社協・地域
包括支援セ
ンター） 

 

地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ サロン・こども食堂・交流会の運営にボランティアとして参加する 

⚫ 空き家や自宅の一室を交流拠点として提供する 

⚫ 居場所に必要な物品（机・椅子・飲料等）を寄付する 

⚫ 高齢者・こども・外国人などが参加しやすい企画を提案する 

⚫ 送迎・付き添いボランティアとしての役割を担う 

⚫ 行事の準備・片付けなどで活動に協力する 

⚫ 居場所での見守り役として参加する 

⚫ 子育て家庭や高齢者の相談ごとに応じる 

⚫ 事業所が場所の提供や備品貸出しで活動支援を行う 

⚫ 居場所の情報を地域に広め、参加者を増やすための協力を行う 

 

 

（3）地域コミュニティ活動の担い手育成と活動支援 

①地域リーダー、ファシリテーター育成講座の実施 

地域で活動する住民の担い手を育てるため、企画運営や対話技法などを学べる講座

を実施します。 

特に、会議の進行、合意形成、課題整理など、地域活動に必要なスキルを習得できる実

践的な内容とします。 

若年層や子育て世帯も参加しやすいよう、オンライン講座や短時間型の研修も取り入

れます。参加者同士のネットワークづくりも促進し、地域課題を共有して協働できる土壌

を育てます。 

②若い世代の参画を促進する仕組みづくり 

若い世代が地域活動に関われるよう、興味の持ちやすいテーマや短時間で参加できる

活動を増やします。SNSでの募集やオンライン参加、単発のボランティアなど、多様な関

わり方を用意します。また、若者が地域づくりに主体的に関われる機会を提供します。 

地域活動の存在を分かりやすく示すことで、新しい参加者を増やす取組みを進めま

す。活動一覧や紹介パンフレットを作成し、SNSや広報紙でも発信します。 
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③自治区・ボランティア団体等の運営力の強化支援 

自治区や地域団体が無理なく活動を継続できるよう、町ではマニュアル整備、事務相

談窓口、会計支援などを行います。 

また、高齢者、障がい者、子育て世帯などの当事者団体が安定的に活動できるよう、運

営支援や情報交換の場を提供します。活動縮小や団体の解散が課題となっているため、

事務支援、助成制度の活用支援、相談対応を行います。 

また、分野を超えた団体同士の連絡会を実施し、協働や合同イベントの開催を促進しま

す。 

④ボランティア登録制度の充実やマッチング支援 

住民が自分の得意分野を活かせるよう、ボランティア登録制度の充実を図ります。 

興味・スキル・参加可能時間に応じた活動紹介を行うほか、若い世代が参加しやすい

短時間活動やオンライン活動も検討し、多様な参加スタイルに対応します。 

活動参加後のフィードバック機会を設け、継続的な参加を促します。 

⑤研修や相談支援の提供 

安心して地域活動を続けられるよう、研修と相談支援を充実させます。 

傾聴、認知症理解、虐待対応など実務に役立つ研修に加え、悩みを共有できる場や、

専門職への相談体制を整え、地域活動の担い手の孤立を防ぎます。 

主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

ボランティア等人材育成

事業〈再掲〉 

⚫ ボランティア講座・講習会及び体験講座を開催し、ボラ

ンティアの育成を図るとともに、若年層やこどもたち等

がボランティア活動に参加しやすい方法を検討する。 

（社協） 

ジュニアリーダー育成

事業 

⚫ こどもたちが地域で自主的に行うボランティア活動や

体験活動等を通じて、地域のことを知り、人を思いや

る気持ちを育てる。 

教育委員会

事務局 

社会福祉団体活動 

育成事業〈再掲〉 

⚫ 民生委員児童委員協議会、保護司更生保護女性連

絡協議会、身体障害者福祉会、ダイヤモンドクラブ連

合会（老人クラブ）、遺族会等に活動費の助成を行う。 

社会福祉課 

（社協） 

職員研修（人材育成）

〈再掲〉 

⚫ 人権問題や差別解消法に関する合理的配慮等の理

解を深めるため、職員研修の内容の充実を図る。 

総務課 

社会福祉課 

社会福祉協議会支援事

業 

⚫ 地域福祉活動を促進するための活動支援と連携強化を

図る。 

社会福祉課 

健康福祉課 

介護予防拠点整備 

事業〈再掲〉 

⚫ 「ちどりの里」を高齢者の総合相談窓口や従来実施し

ている体操教室や新たな介護予防教室を実施する拠

点として強化する。 

健康福祉課 
（社協・地域
包括支援セ
ンター） 
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地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 自治区や地域組織の役員を無理のない範囲で引き受ける 

⚫ 自分の技能を活かしたボランティア登録を行う 

⚫ 若者や子育て世代に活動参加を呼びかける 

⚫ 地域行事の企画・運営に主体的に参加する 

⚫ 地域ニーズに基づいた新しい活動を提案する 

⚫ SNSを使って地域活動の魅力を発信する 

⚫ 日常の中で気になる様子を民生委員へ伝える 

⚫ 事業所が地域団体への協賛や人材派遣に協力する 

⚫ 福祉団体への継続的な寄付や物品提供に協力する 

⚫ 地域の課題を住民同士で話し合う場に積極的に参加する 

 

 

（４）情報発信の強化と分かりやすい広報 

①デジタル情報と紙媒体の併用による多面的な周知 

町では、すべての住民に必要な情報が確実に届くよう、デジタル媒体と紙媒体の両方

を計画的に活用していきます。 

スマートフォンやパソコンを日常的に利用している世代には、ホームページやSNS、

メール配信などを通じて、随時タイムリーな情報発信を行います。 

一方で、デジタル機器の利用が難しい高齢者などには、広報紙や回覧板、掲示板、個

別配布など紙媒体を利用した周知を行います。また、防災行政無線や公共施設でのポス

ター掲示なども組み合わせ、重要な情報は複数の手段で重ねて伝えることで、取りこぼし

を減らします。 

制度改正や新しいサービスの開始時には、特集記事やQ&A形式のチラシを作成し、

役場窓口でも説明することで理解促進を図ります。 

このように、多様な伝達手段を組み合わせることにより、年代や生活環境の違いに関わ

らず、誰もが必要な情報を受け取れる環境を整備していきます。 

②外国人住民や高齢者、障がい者向けの分かりやすい言語・表現の工夫 

町では、外国人住民や高齢者を含むすべての住民にとって理解しやすい広報を目指

し、言葉や表現方法の見直しを進めていきます。 

難しい専門用語や行政用語の多用を避け、「やさしい日本語」や短い文章での説明、図

やイラストを用いた視覚的な工夫を取り入れます。必要に応じて、多言語での案内やピク

トグラムの活用を検討し、日本語に不慣れな住民でも内容を把握しやすいよう配慮しま

す。 

また、高齢者や障がい者には文字を大きくする、行間を広く取る、重要な箇所を強調す

るなど、情報アクセシビリティの向上を図り、音声読み上げ対応をはじめ多様な形式での

案内を整えます。 

こうした取組みにより、情報の「届きにくさ」や「分かりにくさ」を解消し、制度やサービス

の利用につながる分かりやすい広報を実現していきます。 
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主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

情報提供の充実 

⚫ 広報・ホームページ等により、町からの情報提供に努

める。情報を入手することが困難な世帯等には、公共

施設や町内のスーパー等に置き、町からの情報が行

き渡るよう広報の設置場所の拡充を図っていく。 

企画政策課 

防災意識向上事業 

⚫ 広報・ホームページに防災関係記事を掲載し防災知

識の普及啓発に努めるとともに、防災訓練の実施によ

り住民の防災意識の向上を図る。 

総務課 

男女共同参画事業 

⚫ 広報・ホームページを活用した男女共同参画社会に

関する情報の発信や推進委員による事業の啓発活動

を実施する。 

企画政策課 

 

地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 広報紙や回覧板を見づらい世帯へ届ける配布支援を行う 

⚫ 「やさしい日本語」で情報を伝達する 

⚫ 情報を SNSや掲示板で広める協力をする 

⚫ 町の制度やサービスを地域で説明する案内役を担う 

⚫ 自治区の掲示板に積極的に情報を掲示する 

⚫ 高齢者や障がい者に代わり情報の代読や確認を手伝う 

⚫ 大事な情報を口頭で近所に伝える“伝言役”として協力する 

⚫ 店舗や事業所は、利用者への情報アクセシビリティに配慮する 

⚫ 情報不足の住民に丁寧に説明し相談につなげる 

⚫ 誤情報や疑わしい情報に惑わされないよう、情報源を確認してから伝える 
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基本目標２ 地域共生社会を目指した、分野横断的な相談体制・

支え合い体制の構築 

現状・課題 

⚫ 住民へのアンケートや座談会では、「どこへ相談すれば良いか分からない」という回答や

意見が比較的多く、相談窓口の認知度が上がっていない状況がうかがえます。また、座

談会では「困っている人の実態が分からない」「地域で把握できていない」という声が複

数あがっています。 

⚫ 家庭の困難が複雑化（暴力・ヤングケアラー・生活困窮等）する中、妊娠期からの切れ目

ない相談体制の構築とともに、児童虐待防止などの課題への対応にあたって、関係機

関との連携強化が不可欠な状況です。 

⚫ 関係団体へのアンケートでは、様々な相談を包括的に受け止められる相談支援体制と

ともに、課題の把握と解決に向けたコーディネート機能の充実、住民ニーズの多様化に

対応した支援やサービスの提供体制を求める意見などがあがっています。また、介護と

医療の連携、各団体の活動と地域包括支援センターの連携など、地域包括ケアの取組

み状況などが報告されています。 

⚫ 8050問題、ひきこもり、ヤングケアラー、生活困窮、精神障がいなど、多問題家庭や複

合課題を抱える世帯が増加しており、分野横断的な課題に対応するには、重層的な支

援体制やワンストップの相談体制の充実、相談窓口の周知が求められます。 

⚫ 再犯防止に関しては、住民理解の促進や地域生活への定着支援が課題であり、関係団

体へのアンケートでも、就労と住居の確保に取り組むべきとの声が寄せられています。 

⚫ 認知症高齢者をはじめ判断能力が不十分になった住民の権利を擁護するため、成年

後見制度の連携体制整備を進めている一方、権利擁護の担い手不足や制度への理解

が不足していることもあり、制度の活用促進が課題となっています。 

⚫ 身寄りのない高齢者が増加しており、日常生活支援、円滑な入院・入所の手続き支援、

死後事務支援などを含めた総合的な権利擁護支援策の充実が求められています。 

⚫ 複雑化・複合化した課題に対して、縦割りを超えた相談体制の充実と、支援の受け皿と

なる地域の支え合いの体制づくりを進める必要があります。 

 

取組みの方向 

（1）分野横断的な相談体制の構築 

①相談窓口の周知強化 

町民が「どこに相談して良いか分からない」という不安を感じないように、相談窓口の

案内を整理し、分かりやすい形で周知していきます。 

また、電話・来庁・オンラインなど、複数の相談手段に対応できるよう体制を整えます。 

自治区や民生委員を通じて地域にも情報を広げることで、困りごとを抱える人が早い

段階で支援につながる環境をつくります。 
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②分野を超えた相談機関同士の連携・情報共有 

町では、分野を超えた相談機関の担当職員同士が定期的に情報交換を行う場を設

け、支援方針を共有します。 

特に、ヤングケアラーや多世代同居家庭など、高齢者の介護と子育てが同時に生じて

いる家庭など、複合的な課題を抱えている場合について、支援の抜け漏れが起こらない

ように注意していきます。 

主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

障害者相談支援事業 
⚫ 山武圏域で設置している基幹相談支援センターを軸

に、障害者相談支援の機能強化を図る。 
社会福祉課 

こども家庭センター 
⚫ すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保

健・児童福祉の両機能を一体として相談支援を行う。 
社会福祉課 

地域子育て支援拠点 

事業 

⚫ 地域子育て支援センターを中心に広く乳幼児及びそ

の保護者の交流の場を提供し、相談や情報提供を行

う。 

社会福祉課 

地域包括支援センター

運営事業 

⚫ 高齢者とその家族からの相談対応、情報提供を行う。 

⚫ 総合相談から抽出した地域課題を地域ケア会議等に

より多職種で検討・対策し、社会資源創出に努める。 

⚫ 高齢者虐待の予防と支援、家族介護支援を行う。 

健康福祉課 

児童虐待防止対策 
⚫ 九十九里町要保護児童対策地域協議会を活用し、関

係機関と連携を図り、児童虐待の予防や支援を行う。 
社会福祉課 

多問題を抱える家庭 

支援 

⚫ 家庭にある多問題の解決（パートナーからの暴力の防

止及び被害者の保護支援）等に関する相談、関係機

関との連携を図った支援を実施する。 

社会福祉課 

ひとり親家庭の支援 
⚫ 相談支援が必要なひとり親家庭の把握と生活支援、

自立支援の促進を行う。 
社会福祉課 

 

地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 困りごとを早めに相談する 

⚫ 公的な相談窓口を積極的に活用する 

⚫ 支援につながりにくい人への声かけ・見守りを行う 

⚫ 相談支援を拒む世帯への“入り口づくり”としての声かけをする 

⚫ 相談窓口の案内を地域で自主的に周知する 

⚫ 企業・団体が従業員向けに相談先情報を共有する 

⚫ 気になる家庭の情報を適切な窓口へつなげる 

⚫ 家庭訪問や相談会への参加を促す地域の協力者になる 

⚫ 若者や外国人に相談の仕方を説明する 

⚫ 情報を共有しすぎない“プライバシー保護”の意識を地域で持つ 
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（2）相談支援・参加支援・地域づくり支援の一体的推進 

①複合的課題を抱える世帯への伴走支援の充実 

生活困窮、子育ての不安、介護負担、健康問題などが重なっている世帯に対しては、従

来の制度ごとの支援だけでは十分に対応できない場合があり、一人ひとりの状況を把握

しながら、中長期的な視点で寄り添う「伴走支援」を充実させます。 

②アウトリーチ支援の体制整備 

町では、地域包括支援センターや生活困窮者自立支援窓口など、既存の訪問機能を

生かしつつ、重層的支援事業と連携して訪問支援（アウトリーチ支援）の体制を強化しま

す。 

③住民主体の地域づくり支援の強化 

町では、住民が気軽に関われる小さなボランティアや参加の場を増やし、「できることを

少しずつ持ち寄る」地域づくりを進めます。 

例えば、買い物の付き添い、イベントの受付、サロンでの話し相手などについて、町や社

協は、そうした活動が立ち上がる際の相談窓口となり、運営の工夫や助成制度の活用な

どを一緒に考えます。 

④支援につながりにくい層の情報共有体制の強化 

ひきこもり状態が長期化している人、DV・虐待の疑いがある家庭やこのような困難を

抱える女性、再犯リスクのある人などは、自ら相談につながりにくいことが多くあり、こうし

た層に適切にアプローチするため、庁内、社協、医療機関、学校、警察、更生保護関係機

関などが情報を共有しやすい環境を整えます。 

その際、個人情報保護の観点を踏まえながら、本人や家族の同意を得る手続きについ

ても丁寧に対応します。また、地域から寄せられる小さなサインも大切にし、早期に支援の

検討ができるような体制を目指します。 

主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

多問題を抱える家庭 

支援〈再掲〉 

⚫ 家庭にある多問題の解決（パートナーからの暴力の防

止及び被害者の保護支援）等に関する相談、関係機

関との連携を図った支援を実施する。 

社会福祉課 

地域支援事業 

⚫ 成年後見制度の普及・啓発及び利用促進事業を実施

する。 

⚫ 在宅医療・介護連携の実施は、地域ケア会議等での多

職種連携や職種別研修会等を通じて、スタッフ間の連

携強化と質の向上を図る。 

⚫ 認知症初期集中支援チームは、チーム員の確保と、地

域に向けた認知症に関する正しい知識と理解を浸透

させていく。早期対応により、ＢＰＳＤ等重症化を防止

する。 

健康福祉課 

（社協） 
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地域包括支援センター

運営事業〈再掲〉 

⚫ 「ちどりの里」を活用し、地域包括支援センター主催の

イベント等を行い、高齢者の総合相談窓口として周知

する。 

⚫ 介護予防ケアマネジメント業務・総合相談支援業務・

権利擁護業務・包括的継続的ケアマネジメント支援等

の包括的な実施を図る。 

健康福祉課 

児童虐待防止対策

〈再掲〉 

⚫ 九十九里町要保護児童対策地域協議会を活用し、関

係機関と連携を図り児童虐待の予防や支援を行う。 
社会福祉課 

成年後見制度の連携

ネットワークの構築 

⚫ 相談機能及び情報連携の核となる中核機関設置及び

連携ネットワークを検討する。 

⚫ 地域住民とともに町・司法・民間等が一体的に連携・

協力し支援を行うシステム構築を検討する。 

健康福祉課 

社会福祉課 

自主防犯組織の支援 

⚫ 住民の防犯意識の向上、犯罪の抑止及び地域の安

全、安心の推進のため、町防犯組合及び自主防犯組織

と連携した防犯パトロール、こどもの見守り活動を実施

する。 

総務課 

 

地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 気になる家庭への継続的な見守りに協力する 

⚫ 困りごとを抱える人に相談窓口を紹介する 

⚫ 生活支援のちょっとした手助けを積極的に行う 

⚫ 活動に参加しやすい小さな役割を住民自ら担う 

⚫ 世帯の状況を把握している住民が支援者へ情報をつなぐ 

⚫ 支援者の負担軽減を住民が協力して分担する 

⚫ イベント・居場所への参加を促し孤立防止に協力する 

⚫ 企業が相談・支援活動に必要な物資などを提供する 

⚫ 地域の課題を話し合う場に積極的に参加する 

⚫ 新しい支援方法やアイデアを地域で提案する 
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（3）ヤングケアラー、8050問題、ひきこもりの早期把握・早期支援 

①学校や地域団体との連携 

ヤングケアラーやひきこもりの問題は、表面には見えにくく、本人や家族も自分たちの

状況を言語化しづらいことが多くあることから、町では、日常的にこどもや若者と接してい

る学校や学童、地域のこども会、スポーツ団体などとの連携を強化し、小さなサインを見

逃さない体制をつくります。 

教職員や地域ボランティアに対して、ヤングケアラーやひきこもりの特徴、気づきのポイ

ント、相談先などを学ぶ研修を実施します。 

また、こども自身が安心して話せる窓口や、匿名相談の仕組みを周知し、「困ったときに

頼れる先がある」という安心感を広げます。 

スクールソーシャルワーカー、教職員、地域支援者との協働を強化し、教育分野と地域

福祉分野の一体的対応を推進します。 

②家族全体を視野に入れた支援体制の構築 

ヤングケアラーや8050問題、ひきこもりの背景には、家族の経済状況、親の健康状

態、介護負担、家族関係など、様々な要因が複雑に絡み合っているため、本人だけを対象

とした支援では十分な変化が生まれない場合があります。 

町では、家族全体の状況を聞き取り、家計支援、就労支援、介護サービスの導入、メン

タルヘルス支援などを組み合わせた総合的な支援を検討します。 

また、庁内や関係機関によるケース会議を通じて、役割分担を明確にしながら、中長期

的な視点で支援に取り組むとともに、家族が孤立しないよう、同じ悩みを持つ家族同士が

語り合える場づくりも検討していきます。 

主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

障害者相談支援事業

〈再掲〉 

⚫ 山武圏域で設置している基幹相談支援センターを軸

に、障害者相談支援の機能強化を図る。 
社会福祉課 

こども家庭センター〈再

掲〉 

⚫ すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保

健・児童福祉の両機能を一体として相談支援を行う。 
社会福祉課 

地域子育て支援拠点 

事業〈再掲〉 

⚫ 地域子育て支援センターを中心に広く乳幼児及びそ

の保護者の交流の場を提供し、相談や情報提供を行

う。 

社会福祉課 

地域包括支援センター

運営事業〈再掲〉 

⚫ 高齢者とその家族からの相談対応、情報提供を行う。 

⚫ 総合相談から抽出した地域課題を地域ケア会議等に

より多職種で検討・対策し、社会資源創出に努める。 

⚫ 高齢者虐待の予防と支援、家族介護支援を行う。 

健康福祉課 

児童虐待防止対策〈再

掲〉 

⚫ 九十九里町要保護児童対策地域協議会を活用し、関

係機関と連携を図り児童虐待の予防や支援を行う。 
社会福祉課 

多問題を抱える家庭 

支援〈再掲〉 

⚫ 家庭にある多問題の解決（パートナーからの暴力の防

止及び被害者の保護支援）等に関する相談、関係機

関との連携を図った支援を実施する。 

社会福祉課 
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ひとり親家庭の支援 
⚫ 相談支援が必要なひとり親家庭の把握と生活支援、

自立支援の促進を行う。 
社会福祉課 

 

地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ こども・若者の変化を地域で見守り、早期に共有する 

⚫ 家事支援や傾聴など小さな支援で家庭を助ける 

⚫ 若者が参加しやすい活動（ゲーム・学び）を地域で企画する 

⚫ 当事者家庭への偏見をなくし地域で受け止める 

⚫ 事業所が短時間勤務や就労体験を提供する 

⚫ 情報を支援機関へつなぐ 

⚫ ゲートキーパー養成講座などに参加し、傾聴などのスキルを学ぶ 

⚫ 支援者と連携して家庭訪問の調整を手伝う 

⚫ 保護者が孤立しないよう相談の場を勧める 

⚫ SNSで若者向けの情報を共有し支援につなげる 

 

 

（4）生活困窮者への支援 

①家計相談支援、就労準備支援の強化 

生活が不安定な世帯が安定した暮らしを取り戻すためには、単発の給付だけでなく、

家計管理や就労に向けた継続的な支援が必要であることから、町では、生活困窮者自立

支援制度を活用し、家計相談や就労準備支援の体制を強化します。 

また、ハローワークや関係機関と連携し、個々の状況に合った支援を行うとともに、支

援の過程で見えてくる家族関係や健康面の課題についても、関係機関と連携して対応し

ていきます。 

②住宅確保要配慮者支援の強化 

住まいの確保が困難な人にとって、居所が安定しないことは生活全体の不安定さにつ

ながることから、町では、「千葉県すまいづくり協議会居住支援部会」（居住支援協議会）

と連携し、高齢者、障がい者、ひとり親家庭、生活困窮者などの住宅確保要配慮者への支

援を強化します。 

また、空き家バンクや公営住宅との連携も検討し、地域全体として住まいの選択肢を広

げていきます。住まいの確保と合わせて、入居後の生活相談や家賃支払いの不安に対す

る家計支援なども組み合わせ、安心して暮らし続けられる環境づくりに取り組みます。 

③子育て世帯・単身高齢者の生活安定支援 

子育て世帯や単身高齢者の中には、収入の不安や健康不安、孤立など、複数の生活課

題を抱えている方が少なくないことから、町では、こうした世帯に対して、制度案内にとど

まらない総合的な相談支援を行い、必要なサービスを提供していきます。 
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主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

ひとり親家庭の支援

〈再掲〉 

⚫ 相談支援が必要なひとり親家庭の把握と生活支援、

自立支援の促進を行う。 
社会福祉課 

母子・父子・寡婦福祉

資金の貸付 

⚫ 千葉県が実施する修学資金等の各種資金の無利子

又は低金利での貸付申請に係る事務のサポートを行

う。 

社会福祉課 

地域包括支援センター

運営事業〈再掲〉 

⚫ 高齢者とその家族からの相談対応、情報提供を行う。 

⚫ 総合相談から抽出した地域課題を地域ケア会議等に

より多職種で検討・対策し、社会資源創出に努める。 

⚫ 高齢者虐待の予防と支援、家族介護支援を行う。 

健康福祉課 

多問題を抱える家庭 

支援〈再掲〉 

⚫ 家庭にある多問題の解決（パートナーからの暴力の防

止及び被害者の保護支援）等に関する相談、関係機

関との連携を図った支援を実施する。 

社会福祉課 

生活困窮者自立支援

制度 

⚫ 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立

相談支援事業、住居確保給付金、就労準備支援事

業、居住支援事業、家計改善支援事業、子どもの学

習・生活支援事業、認定生活困窮者就労訓練事業を

実施する。 

社会福祉課 

公営住宅の適正な 

管理運営 
⚫ 町営住宅の適正な管理に努める。 まちづくり課 

 

地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 困っている人を地域で気にかけ相談窓口へつなぐ 

⚫ フードドライブや物品寄付に協力する 

⚫ 就労支援や家計講座の案内を周囲に広める 

⚫ 企業が短時間就労・試用雇用などの機会を提供する 

⚫ 生活に困る人を地域で支える姿勢を持つ 

⚫ 相談支援につながるよう声をかける 

⚫ ごみ出しや買い物などの日常支援に協力する 

⚫ 自治区が孤立する家庭に訪問や声かけを行う 

⚫ 家庭内の変化に気づいたら情報を支援者へ届ける 

⚫ 地域イベントへの参加を促し交流機会を提供する 
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（５）再犯防止のための支援 

①更生保護関係機関との連携強化 

刑務所や少年院などから地域に戻ってくる人が、再び社会の一員として生活していくた

めには、更生保護関係機関との連携が欠かせないことから、町では、保護観察所、保護司

会、更生保護施設などと連携し、出所前から生活環境や支援ニーズを把握するよう努め

ます。 

また、出所後の生活で想定される課題（住まい、仕事、人間関係など）について共有し、

関係機関がそれぞれの役割を果たせるよう調整します。 

さらに、保護司や支援団体の活動を支えるため、情報交換会や研修なども行い、地域

全体で再犯防止に取り組む土台を整えます。 

②住まいと就労の確保支援 

安定した生活基盤がなければ、再び孤立や経済的困難に陥るリスクが高まることから、

町では、居住支援協議会や関係機関と連携し、住まいの確保に向けた支援を進め、必要

に応じた見守り体制の整備などに取り組みます。 

また、就労面では、ハローワークや地域の事業者と協力し、就労体験や雇用の機会を

広げます。就労が難しい場合には、生活リズムの改善や就労準備支援を行い、段階的に

自立へ近づけるよう支援します。 

③地域生活への円滑な定着支援 

地域生活への定着には、住まいと仕事だけでなく、人とのつながりが非常に重要である

ことから、町では、相談支援や見守りを通じて、不安や悩みを気軽に話せる環境を整えま

す。 

必要に応じて、ボランティア活動や地域行事への参加など、地域との接点づくりを支援

します。 

また、再び生活が不安定になりそうな兆しが見られた際には、関係機関と連携しながら

早めに支援を調整し、再犯防止につなげていきます。 

主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

生活困窮者自立支援

制度〈再掲〉 

⚫ 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立

相談支援事業、住居確保給付金、就労準備支援事

業、居住支援事業、家計改善支援事業、子どもの学

習・生活支援事業、認定生活困窮者就労訓練事業を

実施する。 

社会福祉課 

公営住宅の適正な 

管理運営〈再掲〉 
⚫ 町営住宅の適正な管理に努める。 まちづくり課 
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地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 偏見を持たない 

⚫ 地域行事への参加を勧める 

⚫ 保護司・更生保護女性会の活動理解に協力する 

⚫ 企業が就労機会・訓練機会を提供する 

⚫ 生活困窮時の相談につなぐ協力を行う 

⚫ 地域の見守り活動で関わりを維持する 

⚫ 家庭内の困りごとに気づいたら支援につなげる 

⚫ 地域住民が受け入れの「安心感」を生み出す 

⚫ 当事者の努力を評価し長期的な再定着を応援する 

⚫ 地域に溶け込めるよう交流の場を作る 

 

 

（６）権利擁護の推進 

①意思決定支援の普及 

認知症などにより判断能力が低下した人であっても、可能な限り本人の意思決定を支

援するため、専門職や介護者向けの研修で、意思決定支援の手法や事例を学ぶ機会を

設けます。 

②権利擁護に関する相談支援 

成年後見制度、虐待対応、消費者被害、差別やハラスメントなど、幅広い権利侵害に関

する相談を受け付け、適切な機関へつなぐ機能の強化を図ります。 

また、住民向けの啓発講座や情報提供を通じて、「おかしいと思ったときに早めに相談

する」文化を広げます。支援者向けにも、事例検討会や研修を開催し、権利擁護に関する

専門性の向上を図ります。 

こども家庭センターと学校、地域支援者との連携を通じて、児童虐待の早期発見と迅

速な対応を図り、すべてのこどもの安全と尊厳が守られる環境を整えます。 

③成年後見制度の利用支援 

財産管理や契約、福祉サービス利用などの場面で支援が必要な人が、安心して生活で

きるよう、成年後見制度の利用促進を図ります。 

町では、相談窓口を明確にし、必要に応じて申立て手続きのサポートや、関係機関との

調整を行います。 

また、市民後見人の養成や専門職後見人との連携により、多様なニーズに対応できる

体制を整えていきます。 

④権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化 

地域の福祉・介護関係者、医療機関、司法機関（家庭裁判所など）や法律専門職（弁護

士・司法書士等）、行政機関、民生委員児童委員などが横の連携を図りながら、権利擁護

が必要な人を地域で見守り支え、そのニーズに迅速に対応するため、地域連携ネットワー

クの強化に向けた体制づくりを検討します。 
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個々のケースに応じて本人と後見人等を支えるチーム支援体制とともに、ネットワーク

のコーディネートや専門的助言を行う拠点機能の強化を図るため、関係者で構成する協

議会（ネットワーク会議）及びその中核となる中核機関の設置を検討します。 

⑤つなぎ支援の強化 

町長申立て（親族等がいない場合に町が代理申立て）や、申立て費用の助成、診断書

作成の支援など、制度利用までの前段階の支援を図ります。 

社協の日常生活自立支援事業については、制度を効果的に連携させ、日常生活自立

支援事業だけでは対応が難しくなったケースでは円滑に成年後見制度につなぐなど、切

れ目のない継続支援に取り組みます。 

主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

成年後見制度利用 

支援事業 

⚫ 町長による成年後見申立て及び申立ての費用、後見

人への報酬費用の助成を行う。 

健康福祉課 

社会福祉課 

相談窓口・広報 
⚫ 広報・ホームページにより、成年後見制度等の周知を

図る。 

健康福祉課 

社会福祉課 

成年後見制度の連携

ネットワークの構築〈再

掲〉 

⚫ 相談機能及び情報連携の核となる中核機関設置及び

連携ネットワークを検討する。 

⚫ 地域住民とともに町・司法・民間等が一体的に連携・

協力し支援を行うシステム構築を検討する。 

健康福祉課 

社会福祉課 

後見人等支援機能の

構築 

⚫ 各関係機関等のネットワークを活用し、利用ニーズを

把握するとともに、支援が必要な人の早期把握と早期

支援に努める。 

健康福祉課 

社会福祉課 

市民後見人の養成 

⚫ 認知症や障がい特性を理解した上で支援を行う担い

手の育成のため市民後見人養成講座等を実施できる

環境整備に努める。 

健康福祉課 

社会福祉課 
（社協） 

日常生活自立支援事

業 

⚫ 相談・契約に基づいて福祉サービスの利用援助、日常

的な金銭管理、書類の預かりなどを行うことで、本人

の意思を尊重しながら生活の安定を支える。 

⚫ 国において、身寄りのない高齢者等への対応や総合

的な権利擁護支援策の充実の方向性として、日常生

活自立支援事業を拡充・発展させて、日常生活支援、

円滑な入院・入所の手続き支援、死後事務支援などを

提供する新たな第二種社会福祉事業が検討されてお

り、国の動向を踏まえつつ、成年後見制度までのつな

ぎの支援を強化する。 

（社協） 
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地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 虐待が疑われる様子に気づいたら早期に相談する 

⚫ 本人の意思を尊重する関わり方を日常で大切にする 

⚫ 成年後見制度などの学習会に参加する 

⚫ 支援機関が動きやすいよう地域で情報提供に協力する 

⚫ 事業者が消費者被害防止に協力する 

⚫ 高齢者・障がい者の権利侵害を見逃さない意識を持つ 

⚫ 市民後見人や日常生活自立支援事業の支援員として権利擁護に関わる 

⚫ 本人の意思決定を支える声かけや説明を行う 

⚫ 見守り活動の中で気づいた変化を民生委員に共有する 

⚫ 不当な勧誘・詐欺情報を地域で共有する 

 

 

〈身寄りのない高齢者等への市町村単位での支援体制のイメージ〉 

 

出典：第 29 回社会保障審議会福祉部会（令和７年９月８日）資料 
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基本目標３ 安全・安心な暮らしを守る支援の推進 

現状・課題 

⚫ 住民へのアンケートや座談会では、移動手段の不足（買い物・通院）が大きな課題として

取り上げられており、「買い物をする場所が近くにない」「空き家が増加」「災害時の協力

体制が不安」など、生活基盤の脆弱性を指摘する声があがっています。 

⚫ 町では公共交通に関する計画の策定や移動に関する各種助成制度の整備を進めてい

ますが、人口減少と事業者不足により、交通利便性の向上や移動手段の持続性の確保

が課題となっています。なお、関係団体へのアンケートでは、町によるタクシー利用助成

券の交付や社協による外出支援サービスについて評価する声があがっている一方、支

援の担い手の確保が課題としてあがっています。 

⚫ 単身高齢者の増加に伴い、地域での見守りの負担が増しており、地域全体で支える体

制の充実が求められる状況です。また、関係団体へのアンケートでは、ひとり暮らしの高

齢者の実態把握や見守り、安否確認のために、関係者の連携や情報共有の必要性が

提言されています。 

⚫ 防災対策（備蓄や情報伝達の仕組みづくり）は進んでいる一方、防災力は地区ごとの差

が大きい状況がうかがえ、自主防災組織の育成・定着が課題となっています。また、関

係団体へのアンケートでは、津波災害時等における一時避難場所の運用に関する具体

的な協議を求める意見のほか、災害ボランティアの育成や災害ボランティアセンターを

円滑に運営するためのコーディネーターの必要性といった課題が提起されています。 

⚫ 「生活環境の不便さ」や「災害時が不安」という生活基盤の脆弱性の改善など、安心して

暮らせる地域づくりを進める必要があります。 

 

取組みの方向 

（1）孤独・孤立の早期発見と見守りネットワークの強化 

①民生委員、地域団体、支援機関の連携強化 

孤独・孤立の背景は、健康問題や経済的困難、家族関係の変化など多様であり、一つの機

関だけで支えることは困難であるため、民生委員、自治区、社協、医療機関、介護事業所など

が定期的に情報を共有し、気になる住民へのアプローチを協働で進める体制を構築します。 

関係者同士の顔の見える関係づくりを進めることで、日常的な気づきが地域から行政へ伝

わりやすいルートを整備し、特に高齢者や単身世帯、若年層の孤立リスクに対して早期に支

援が届くようにします。 

②見守り活動の地域内分担 

地域での見守り活動は、一部の人に負担が偏ると長続きしにくいため、民生委員や民

間事業者、ボランティア、自治区役員など、地域の日常生活に関わる多様な人が小さな気

づきを共有できるようにします。 

こうした幅広い関わり手を増やすことにより、孤立が深刻化する前に支援につながる仕

組みづくりを推進します。 
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③ＩＣＴを活用した孤立防止 

ＩＣＴ技術を活用することで、従来の見守りでは対応しきれなかった層にも支援を届けるこ

とができることから、町では、スマートフォンの活用、オンライン相談などの実施を通じて、従

来の対面とオンラインを組み合わせた多面的な孤立防止に取り組みます。 

主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

救急医療 
⚫ 夜間急病診療、二次救急医療輪番体制、休日在宅当

番医診療等の救急医療事業を実施する。 
健康福祉課 

青少年健全育成事業 

⚫ 子ども会育成連絡協議会、青少年相談員連絡協議会

等の活動を支援し、夜間パトロールの実施、体験型行

事の開催等により、青少年の見守りを行う。 

教育委員会

事務局 

高齢者見守り推進事

業 

⚫ 緊急通報システムの貸与について、対象者の拡大を

検討し、利用を促進する。 

⚫ 「高齢者見守りネットワーク」により、町と協力事業者、

警察、消防、民生委員などが連携し、見守り体制を強

化する。 

健康福祉課 

社会福祉団体活動 

育成事業〈再掲〉 

⚫ 民生委員児童委員協議会、保護司更生保護女性連

絡協議会、身体障害者福祉会、ダイヤモンドクラブ連

合会（老人クラブ）、遺族会等に活動費の助成を行う。 

健康福祉課

社会福祉課 

（社協） 

 

地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 毎日のあいさつを大切にして孤立を防ぐ 

⚫ 最近会わない住民の状況を気にかけ共有する 

⚫ 見守りボランティアとして訪問・声かけを行う 

⚫ 配達・配送業者など民間事業者が気づきを地域に届ける 

⚫ 家族や知人に連絡を取る習慣を持つ 

⚫ 行事に参加できない人に情報を届ける 

⚫ SNSやオンライン交流を勧め、つながりを維持する 

⚫ 自治区が独居高齢者の支援に取り組む 

⚫ 行政や民生委員と協働し見守りネットワークを維持する 

⚫ 気になる様子があれば早期に相談機関へつなげる 
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（2）移動・交通手段の確保 

①地域特性に応じた複数手段の交通体系の検討 

町では、人口減少や高齢化の進行、買い物環境の変化などにより、移動が困難な住民が増

加している状況を踏まえ、地域の実情に即した持続可能な交通体系の構築を進めます。 

特に、既存の路線バスでは十分に対応できない区域があることから、デマンド型交通や乗

合タクシー、自家用有償旅客運送など、多様な交通手段を組み合わせ、生活動線に沿った移

動支援を充実させます。 

併せて、交通サービスの利用方法や予約手順を分かりやすく周知し、デジタル予約が難し

い住民にも配慮した窓口や電話受付体制を整えることで、誰もが安心して利用できる公共交

通環境を目指します。 

②高齢者の外出支援 

外出が少なくなると、フレイルや認知症のリスクが高まるため、高齢者の外出支援は福祉の

視点でも重要であることから、サロン活動や介護予防教室への送迎、地域イベントへの参加

支援など、多様な外出機会を提供します。 

また、見守りを兼ねた移動支援ボランティアの育成を進め、気軽に支援できる環境をつくる

ことで、地域全体で高齢者の外出を支える風土を育みます。 

③移動販売や送迎支援の活用促進 

買い物が困難な地域や世帯に向けて、移動販売や宅配サービス、送迎支援を組み合わせ

た生活支援を強化します。 

町では、スーパーなどと協力し、定期的に地域へ訪問する移動販売車のルートを検討し、

高齢者が買い物しやすい仕組みを整えます。 

また、買い物に不安のある人に対しては、地域ボランティアによる付き添いや、共同購入と

いった支援も検討します。 

このように買い物支援を組み合わせることで、住民の日常生活を総合的に支える体制をつ

くります。 

主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

福祉タクシー利用助成

事業 

⚫ 重度心身障がい者に福祉タクシーの利用券を配布

し、社会参加を促進する。 
社会福祉課 

公共交通対策事業 

⚫ 公共交通会議を通じ、路線バス・タクシー等の公共交

通の充実及び交通弱者が安心して利用できる交通手

段の確保について検討していく。 

企画政策課 

社会参加として就業の

場の提供 

⚫ 高齢者や障がい者の仕事を通じた積極的な社会参加

を促進する。 

健康福祉課 

社会福祉課 
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地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ デマンド交通や公共交通を積極的に利用し、維持に協力する 

⚫ 車を持つ住民が送迎支援に参加する 

⚫ 移動が難しい人の外出同行に協力する 

⚫ 交通安全を地域で呼びかける 

⚫ 高齢者の運転免許返納時に必要な支援を周囲が協力する 

⚫ 公共交通の課題を行政にフィードバックする 

⚫ 事業所が車両を地域活動に提供する 

⚫ 移動販売車や外出支援を積極的に活用する 

⚫ 雪や風の強い日に近隣の外出を助ける 

⚫ バス停や乗り場の清掃・維持に協力する 

 

 

（３）福祉防災、防犯活動の推進 

①個別避難計画の作成促進 

災害時に自力避難が難しい人の安全を確保するため、個別避難計画の作成を一層推進し

ます。 

町では、地域包括支援センター、民生委員、家族などと連携しながら、計画の定期的な見

直しを行い、生活状況が変わった場合にも対応できるようにします。 

地域の避難訓練とも連動し、実効性の高い計画づくりを目指します。 

②要支援者の名簿整備と支援体制構築 

災害時の優先支援につなげるため、避難行動要支援者名簿の整備と更新を確実に行い、

関係機関と共有できる体制を構築します。 

町では、名簿をもとに避難支援の対象者を把握し、自治区・民生委員・消防団と連携して支

援体制を準備します。名簿情報の適切な取り扱いを徹底したうえで、支援ルートの確認や訓

練を実施し、実際の災害時にも混乱なく対応できるようにします。 

また、平時から名簿対象者との関係づくりを行い、災害時の声かけや避難誘導につながる

信頼関係を築いていきます。 

③福祉避難所の機能強化と平時からの訓練 

福祉避難所は、高齢者、障がい者、妊産婦など、一般避難所では配慮が難しい人のための

重要な拠点であることから、町では、福祉避難所の設備整備や、受け入れに必要な人員・物

資の準備を進めます。 

また、受け入れ手順や医療機関との連携方法を事前に確認し、非常時に迷わず対応できる

よう職員研修や訓練を実施するほか、平時から地域住民にも福祉避難所の役割を知っても

らい、発災時にスムーズに誘導できる環境を整えます。 

④防犯パトロールと見守りの連携 

町では、地域の安全を確保するため、自治区、防犯協会、警察署、地域ボランティアが連携

した防犯パトロールと見守り活動を強化します。 
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特に、こどもの下校時の安全確保や、夜間の人通りが少なくなる沿岸部・集落部など町内

の特性を踏まえ、地域ごとに重点エリアを定めた巡回を継続的に実施します。 

また、防犯灯や見通しの悪い場所を中心とした巡回により、犯罪や事故の未然防止を図り

ます。 

さらに、民生委員や見守りボランティアと情報を共有し、「気になる家庭・気になる様子」が

あった際に、福祉部門や警察など必要な機関につながる仕組みを整えます。 

このように防犯活動と福祉的な見守りが連動することで、地域の安全確保だけでなく、孤

立防止や早期支援にもつながり、より安心して暮らせる地域づくりを推進します。 

主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

青少年健全育成事業

〈再掲〉 

⚫ 子ども会育成連絡協議会、青少年相談員連絡協議会

等の活動を支援し、夜間パトロールの実施、体験型行

事の開催等により、青少年の見守りを行う。 

教育委員会

事務局 

自主防犯組織の支援

〈再掲〉 

⚫ 住民の防犯意識の向上、犯罪の抑止及び地域の安

全、安心の推進のため、町防犯組合及び自主防犯組織

と連携した防犯パトロール、こどもの見守り活動を実施

する。 

総務課 

災害情報伝達事業 

⚫ 防災行政無線、Ｊアラート、くじゅうくり安全・安心メー

ル、緊急速報メール、SNS 等の情報伝達手段の維持

管理に努め、災害時に住民へ迅速かつ確実に災害に

関する注意喚起や避難行動を促すなどの情報を伝達

する。 

総務課 

防災備蓄品管理事業 

⚫ 災害発生時に、必要な備蓄品の数量を確保するととも

に、防災備蓄倉庫内の賞味期限、使用期限のある非

常食等の入れ替えや資器材の点検・修繕を行い、防

災備蓄品を適正に管理する。 

⚫ 感染症予防対策の観点から、災害備蓄品の検討を行

う。 

総務課 

防災意識向上事業 

⚫ 広報・ホームページに防災関係記事を掲載し防災知

識の普及啓発に努めるとともに、防災訓練の実施によ

り住民の防災意識の向上を図る。 

総務課 

自主防災組織の育成 

⚫ 自主防災組織設置促進、地域での資機材の整備補助

を行う。各自治区長への個別説明や区会への参加に

より、組織の結成を促進する。 

総務課 

消防団の組織強化 ⚫ 新規団員の加入促進を行いながら、活動を支援する。 総務課 

交通安全推進事業 

⚫ 園児及び児童生徒への交通安全教室の開催、交通安

全の知識の普及を図る。 

⚫ 地域の交通安全施設の状況を把握し、維持管理に努

める。 

総務課 

防犯灯の設置・修繕 
⚫ 児童生徒及び住民の安全確保のため、防犯灯の設

置、維持管理を行う。 
総務課 
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防犯啓発 
⚫ 「くじゅうくり安全・安心メール」による防犯情報の配信

及び広報に防犯関連情報を掲載する。 
総務課 

消費生活対策事業 

⚫ 消費者の安全を確立させるため、他市町との広域連

携を図り、多様な消費者問題に対応できるよう推進し

ていく。 

商工観光課 

 

地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 災害時の近隣の避難を支援する声かけ役を担う 

⚫ 個別避難計画への情報提供に協力する 

⚫ 防災訓練に継続参加し役割分担を理解する 

⚫ 要支援者の避難を地域で協力し助ける 

⚫ 事業所が福祉避難所運営への協力を申し出る 

⚫ 備蓄品・非常食を確保しておく 

⚫ 自主防犯パトロールに参加する 

⚫ 危険箇所や不審者情報を共有する 

⚫ こどもの登下校の見守りに協力する 

⚫ PTA・地域団体が安全教室の開催に協力する 

 

 

（４）住まいの支援 

①空き家の利活用による住環境改善 

空き家の増加は防災面や防犯面での課題となる一方、活用できれば地域の住環境改善に

つながることから、町では、空き家バンクの活用や、地域と協力した安全点検などを進め、適

切な管理や活用方法を検討します。 

子育て世帯や若者の住まいとして活用することや、高齢者の住み替え支援として空き家を

選択肢に含めることも視野に入れるほか、空き家の改修支援や、利活用を希望する住民への

相談支援を行い、地域全体の住環境向上につなげます。 

②バリアフリー化の支援 

高齢者や障がい者が安心して暮らせる住環境を整えるため、手すりの設置や段差解消な

ど、日常生活での負担を減らす改修を推進し、介護負担軽減や転倒防止につなげます。 

町では、改修制度のわかりやすい案内や相談窓口の強化を行い、必要な人が制度を利用

しやすい環境を整えます。 

③居住支援協議会との連携強化 

住宅確保要配慮者の住まい支援を進めるため、「千葉県すまいづくり協議会居住支援部

会」（居住支援協議会）との連携を強化します。 

町では、高齢者や障がい者、生活困窮者などの住まいの相談に対応し、協議会と連携して

入居支援や見守り体制の整備を行うほか、民間賃貸住宅の確保や、地域での受け入れ促進

に向けた活動も支援します。 
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主な取組み 

主な施策 取組み方向 
担当課 

（関係機関） 

空き家等の適正管理

及び利活用促進〈再

掲〉 

⚫ 空家等対策計画に基づき、空き家・空き地バンク及び

０円物件マッチングにより、空家等の適正管理及び利

活用促進に向けた対策を実施する。 

まちづくり課 

公営住宅の適正な 

管理運営 
⚫ 町営住宅の適正な管理に努める。 まちづくり課 

住宅改修費の給付、 

福祉用具、日常生活 

用具の貸与等 

⚫ 在宅生活を支えるため、住宅改修や福祉用具貸与、

日常生活用具の支給等を行う。 

健康福祉課 

社会福祉課 

 

地域（自助･互助・共助）の取組み 

⚫ 空き家所有者が積極的にバンク登録に協力する 

⚫ 住居周辺の清掃や見守りに住民が協力する 

⚫ 地域で危険空き家の情報を共有する 

⚫ 事業者が修繕・改修ニーズに応じた支援を行う 

⚫ ひとり暮らしの住宅環境を近隣が気にかける 

⚫ 居住支援協議会への情報提供に協力する 

⚫ 空き家を地域交流の場として活用するアイデアを出す 

⚫ 高齢者の住宅改修のサポートを地域で行う 

⚫ 不動産業者がニーズに対応した物件の紹介や、入居に伴う課題の解決を支援する 

⚫ 住環境トラブルが起きないよう地域で声かけする 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 九十九里町地域福祉活動計画 
 

 

 

九十九里町社協イメージキャラクター 

のいんちゃん 
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１．九十九里町地域福祉活動計画の策定にあたって 

社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において「地域福祉の推進を図ることを目的

とする団体」として位置づけられ、地域住民や関係団体、事業所、行政など多様な主体と

協働しながら、誰もが地域で安心して暮らせる環境づくりを推進する役割を担っていま

す。 

近年では、高齢化の進展、ひとり親家庭や生活困窮世帯の自立、多様化する子育て

ニーズ、障がいのある人の地域生活への移行や定着、孤独・孤立、8050問題、ヤングケ

アラー、外国人住民の増加など、地域が抱える課題が複雑化・複合化しています。 

こうした背景のもと、住民の暮らしを包括的に支える地域づくりが求められており、市

町村社会福祉協議会には、その中核的な役割がますます期待されています。 

全国社会福祉協議会が平成31年に示した『地域共生社会の実現に向けた地域福祉計

画の策定・改定ガイドブック』では、地域福祉活動計画は「地域共生社会の理念のもと、

住民・地域団体・社会福祉法人・事業者・行政など、多様な主体が協働し、住民の生活課

題を“丸ごと”受け止め、相談支援・参加支援・地域づくり支援を一体的に進めるための住

民主体の行動計画」であるとされています。 

地域福祉活動計画は、行政の地域福祉計画と両輪をなす計画として位置づけられ、地

域の特性に応じた包括的支援体制を構築するうえで、重要な役割を果たすものです。 

このような動向を踏まえ、九十九里町第2期地域福祉活動計画（以降「本計画」）は、町

の地域福祉計画と理念を共有しつつ、地域共生社会の実現に向けた具体的な活動を進

めるための住民・民間主体の計画として策定します。 

本計画では、住民一人ひとりが地域の担い手であるという視点に立ち、地域の多様な

団体・事業所・支援者とともに、誰もが役割を持ち、支え合いながら安心して暮らし続けら

れる地域づくりを推進します。 

また、地域の相談支援体制の充実、参加支援の強化、居場所と多様な交流の創出、住

民主体の地域づくり活動の展開など、包括的な支援の仕組みを積極的に取り入れていき

ます。 

本計画は、地域に暮らすすべての住民が主役として参画し、地域の力を最大限に生か

して福祉課題の解決を図る民間の実践計画であり、住民、地域団体、社会福祉法人、事

業所、町が協働し、持続可能な地域づくりを推進していきます。 
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地域福祉計画と地域福祉活動計画の連携した推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉課題の解決に向けた取組み 

相互連携 

町 

支え合って共に育む 心つながるまち 九十九里 

町社会福祉

協議会 住  民 関係団体・機関 

安全・安心な暮らしを守る支援の

推進 

連 携 

地域共生社会を目指した、 

分野横断的な相談体制・支え合い 

体制の構築 

地域を思う心と多様性を尊重し、 

誰もが参加できる地域づくりと 

人づくりの推進 

参
加 

地 域 福 祉 計 画 地 域 福 祉 活 動 計 画 

基本理念 

参
加 
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２．社会福祉協議会事業の概要・実施状況 

基本目標１ 地域を思う心を育み、誰もが参加できる地域づくりと人づくりの推進 

（1）地区社会福祉協議会活動への支援 

町内には、片貝・作田地区社会福祉協議会と豊海地区社会福祉協議会の２地区の社

協があり、両地区の活動を支援しています。活動としては、サロン活動のほか、ふれあい

バス旅行、ふれあいお楽しみ会、ふれあいグラウンドゴルフ大会、ふれあい広場など、地

域の支え合いを深める活動が実施されています。 

○ ひとり暮らし高齢者等がひきこもりにならないよう、地区内の推進委員による見守り

活動やサロン活動等を支援しています。 

○ サロン活動は、コロナ禍終息後に再開され、月に１度、地域内で集まり、踊りやカラオ

ケ、体操等を行い、地域の親睦を深めています。年に１度お出かけをし、出かける機

会の少ない方々と地域内のサロン参加者を対象に日帰り旅行を実施しています。 

○ ふれあいバス旅行は、ひとり暮らし高齢者を対象に、日頃遠出が困難な方とともに日

帰り旅行を実施しています。ひきこもりを防止することを目的に地域コミュニティづく

りとして実施しています。 

○ ふれあいお楽しみ会は、地区内の園児によるお遊戯や歌の披露、小学校児童や中学

校生徒による合唱や劇等、世代間交流の場として、ふれあいを通じて相互の親睦と

忘れがちな思いやりの心を育て、安心して住み良い支え合いのある地域づくりの実

現を目指し、各地区で年１回実施します。 

○ ふれあいグラウンドゴルフ大会は、地域内の小学校児童と世代間交流を目的として

実施、グラウンドゴルフを通じて親睦を図り、思いやりと支え合いの心を育てるため、

年１回実施します。 

○ 九十九里高校で行われる、年３回のゆとりカフェに参加し、相談しやすい環境づくり

の一助となっています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

片貝・作田地区社会 

福祉協議会 

ふれあいバス旅行、 

ふれあいお楽しみ会 

／年２回開催 

おでかけサロン／サロン

活動２か所２０回開催 

ふれあいバス旅行、 

ふれあいお楽しみ会 

／年２回開催 

おでかけサロン／サロン

活動２か所２０回開催 

ふれあいバス旅行、 

ふれあいお楽しみ会 

／年２回開催 

おでかけサロン／サロン

活動２か所２０回開催 

豊海地区社会福祉 

協議会 

ふれあいバス旅行、 

ふれあいお楽しみ会 

／年２回開催 

おでかけサロン／サロン

活動１か所５回開催 

ふれあいバス旅行、 

ふれあいお楽しみ会 

／年２回開催 

おでかけサロン／サロン

活動１か所５回開催 

ふれあいバス旅行、 

ふれあいお楽しみ会 

／年２回開催 

おでかけサロン／サロン

活動１か所５回開催 
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（2）ボランティア活動の推進 

ボランティア活動は、地域の支え合いを進める基盤として、各団体・個人が積極的に参

画し、サロン支援、イベント協力、見守り活動など多方面で活躍しています。 

○ 各ボランティア団体との連絡調整を行い、ボランティア連絡協議会への協力、災害ボ

ランティアセンターの立上げ訓練、各種ボランティア講座の開催、ボランティア保険の

加入対応、ボランティア活動費の助成を行っています。 

○ ボランティアの発掘と育成に努めています。 

○ ボランティアによるペットボトルキャップ回収や使用済切手回収、プルタブ回収も行わ

れています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

個人ボランティア 

登録数 
32名 29名 25名 

団体ボランティア 

登録数 

10団体 

276名 

10団体 

263名 

10団体 

267名 

災害ボランティア 

登録数 
15名 15名 15名 

学生ボランティア 

登録数 
－ － － 

ボランティア養成講座

参加数 
－ － 58名 

 

（3）福祉教育の推進 

福祉教育は、地域住民の福祉への理解を深めるための重要な取組みとして、学校や地

域との連携で進めており、町内のこども園、小中高等学校等へ助成し、次代を担うこども

たちが、将来地域福祉の担い手として成長するための教育及び地域における福祉意識の

向上に努めます。 

○ 街頭募金等ボランティア活動の推進、体験学習への協力、福祉活動への助成等を

行っています。 

○ 若い世代が参画し、活動に取り組んでいます。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

福祉まつり － 高校生５名参加 高校生 16名参加 

歳末街頭募金運動 － 小・中学生 25名参加 小・中学生 14名参加 

 



76 

（4）共同募金運動への協力 

共同募金運動は、赤い羽根募金・歳末たすけあい募金を通じて、地域福祉活動の財源

確保に取り組んでいます。 

○ 例年10月1日から実施している赤い羽根共同募金運動への協力として、自治区、職

域、法人事業主等へ募金の協力を依頼しています。 

○ 例年12月1日から実施している歳末たすけあい募金についても、赤い羽根共同募金

運動と同様に実施しています。 

○ これら募金活動を行う九十九里町支会の運営（事務局）について、社協がその任を

担っています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

赤い羽根共同募金      3,025世帯      2,976世帯      2,968世帯 

歳末たすけあい募金      2,979世帯      3,000世帯      2,936世帯 

 

（5）日本赤十字社活動資金への協力 

赤十字奉仕団による「１日赤十字」や包帯法訓練活動を通じて地域に根差したボラン

ティア活動をしています。 

○ 自治区を通じて活動費の協力依頼、法人社資の募集運動を行っています。 

○ 地域の高齢者福祉施設へ出向き、歌や踊りなど披露する慰問活動を行っています。 

○ これらの活動を行う九十九里町分区の運営（事務局）について、社協がその任を担っ

ています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

赤十字奉仕団人数 34名 33名 26名 

 

（６）地域福祉活動推進事業 

①高齢者疑似体験セットの貸出 

福祉教育の一環として整備した高齢者疑似体験セットを主に小中学校等に貸出し、高

齢者等の状態を疑似体験することで、高齢者や障がい者に対する理解やボランティアに

対する関心を深めてもらい、福祉教育の一助としています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

貸出件数 － ３件 ６件 
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②広報啓発活動 

ホームページやSNS（インスタグラム）、社協だより（年3回発行）による社協の情報を

発信しています。また、チラシを作成し、自治区への住民参加を促進、福祉イベントの開催

等を通して、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を目指して地域福祉活動の発信を行っ

ています。 

③各種団体等への支援 

町から受託をし、事務局として各福祉団体の活動を支援しています。 

実施状況 

 活動内容と社協による支援 

身体障害者福祉会 

障がい者同士の親睦や交流を深め、情報交換の場として活動しています。 

社協では、令和４～６年度の各年度、各種事業の企画実施に関する助言や活

動場所の提供や調整などを実施しています。 

遺族会 
戦没者遺族の親睦、福祉の増進を目的に活動しています。 

社協では、令和４～６年度の各年度、各種式典参加の調整を行っています。 

ダイヤモンドクラブ 

連合会 

16クラブ、466名で構成されており、高齢者の「生きがいづくり」「健康づくり」

「仲間づくり」としての活動の場です。 

社協では、令和４～６年度の各年度、地域における高齢者の交流の場として継

続・発展できるよう各クラブの実情に合わせた支援を行っています。 
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基本目標２ 地域共生社会を目指した、分野横断的な相談体制・支え合い体制の構築 

（1）地域福祉活動推進事業 

①福祉車両貸出事業 

移動が困難な心身障がい者及び高齢者に対し、車いすに乗ったまま、又はストレッ

チャーに寝たまま乗れる福祉車両の貸出を行います。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ゆうあい号貸出 

（町受託） 
13件 11件 24件 

福祉車両貸出 64件 62件 82件 

 

②外出支援サービス事業 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が住み慣れた地域で住み続けることができるよ

うに、ボランティアによりスーパーや医療機関への外出を支援します。70歳以上でひとり

暮らしもしくは高齢者のみ世帯、身体等に障がいがある者で、自力で車の乗降ができる

方が対象となります。 

○ 運転・誘導ボランティアの協力のもと、片貝地区、豊海地区、作田地区に分かれ月2

回、町内スーパーでの買い物や通院の送迎を乗り合いで行います。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

買い物利用者 延 632人 延 663人 延 544人 

医療機関 延 68人 延 72人 延 87人 

年末お買い物 延 18人 延 20人 － 

おでかけバス 

（ボランティア含） 
－ － 延 36人 

 

  



79 

③生活支援体制整備事業 

ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中で、地域で支え

合う地域づくり協議体の事務局として、課題の掘り起こしと解決のための検討及びサービ

スの創出に取り組んでいます。 

○ ボランティアや地域住民と連携しながら多様なニーズに応え、高齢者等の社会参加

及び生活支援、介護予防の充実と推進を図っています。 

○ 既存の外出支援サービス事業ボランティアによる「通いの場」等への送迎を行い、利

用者との相互交流を行っています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

東金市内商業施設、

町内海の駅への 

外出支援 

豊海 3回、片貝 4回、

作田 2回 

豊海 4回、片貝 3回、

作田 2回 

豊海 4回、片貝 4回、

作田 4回 

 

④福祉機器等貸与事業 

介護保険を利用していない方で、旅行やけがの治療、一時退院等で介護機器が必要

になったときに、車いすを貸出すことで日常生活と介護への支援を図っています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

更新件数 6件 3件 3件 

新規貸出件数 18件 41件 26件 
 

⑤フードドライブへの協力 

まだ食べることができるのに、様々な理由で破棄されてしまう食品や食材を企業や家

庭等から引き取り、食料を必要としている方々に無償で届ける活動です。広報や社協だ

より、SNSを通じて住民に呼びかけ食品の寄付を募っています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

フードドライブへの協力 

年３回実施 

68件 

1,075.5kg 

年４回実施 

50件 

539.5㎏ 

年６回実施 

34件 

339.6㎏ 

 

⑥配食サービス 

婦人会の協力を得て、ひとり暮らし高齢者宅に月に１回（豊海、片貝は８月を除く）食事

を届け、見守りと安否確認を行うとともに、高齢者の福祉課題等の情報収集を行っていま

す。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

配食サービス 
34回 

延 874人 

34回 

延 874人 

34回 

延 874人 
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（2）生活福祉資金貸付事業 

町内に居住する低所得者世帯等に対し、無利子及び低利での貸付を行うことで生活

困窮者の自立の促進を図っています。また、必要であれば関係機関につなげ継続的な支

援を行っています。 

〇緊急小口資金等特例貸付（コロナ特例）にかかる債権管理事務について、免除対象者へ 

訪問・電話等でフォローアップ支援を行っています。（総貸付件数286件） 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

町資金貸付 ２件 － － 

県受託貸付 18件 10件 8件 

県受託貸付（コロナ特例） ４件 １０件 債権管理業務 

相談件数 116件 75件 75件 

 

（3）各種相談事業 

①心配ごと相談所の運営 

月１回第４水曜日に開設しています。日常生活のあらゆる悩みごとや心配ごとを、民生

委員を主体とした相談員が問題の解決に向け支援を実施しています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

相談件数 4件 6件 6件 

運営委員会開催 1回 - - 

 

②弁護士相談所の運営 

月１回第３水曜日に開設しています。遺言や相続に関すること、住民トラブルや生活上

の問題等、法律に関する専門的な問題を弁護士が無料で相談に応じます。１人30分間、

予約制で実施しています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

相談件数 52件 60件 53件 
 

③コミュニティソーシャルワーカー（CSW）福祉相談室の運営 

社協事務局内に随時相談できる窓口を開設し、地域において生活上の問題を抱える

方や援助を必要としている方々に対して必要なサービスを提供するとともに専門機関へ

の的確な橋渡しを実施しています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

相談件数 111件 121件 80件 
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④何でも相談所の運営 

月１回第２火曜日に開設し、行政に関する問題（要望や苦情、意見等）や人権に関する

問題（いじめや暴力、差別等）を抱える相談者に対し、行政相談員及び人権相談員が相

談に応じます。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

相談件数 ６件 ９件 ５件 

 

（4）子育て応援事業 

こどもの誕生を祝い、子育てを応援するため、お祝いの品を贈呈するとともに、子育て

世代も利用できる事業を紹介しています。子育て応援の趣旨に賛同いただいたメーカー

から提供された紙おむつのほか、エコバッグやミニタオルを配布しています。事業を通じ、

今後のボランティア活動等への参加を促進しています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

配布件数 24件 26件 27件 

 

（5）福祉作業所の運営管理 

福祉作業所（地域活動支援センターⅢ型）の指定管理団体として社協がその運営管理

を実施しており、就業が困難である方々に対し創作や作業、地域との交流の場を提供し

ています。 

○ 割りばしの袋抜きや袋入れ等の作業のほか園芸実習や調理実習等の社会参加訓練

を行い、利用者の福祉向上と社会参加の促進に努めています。 

○ 社協だよりやSNSを通じて福祉作業所の活動や利用者の様子等を伝えています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

福祉作業所の運営 

利用者数 10名 

延開所日数 238日 

延利用者数 1,860名 

利用者数 11名 

延開所日数 242日 

延利用者数 2,036名 

利用者数 10名 

延開所日数 243日 

延利用者数 1,732名 

利用者の自立促進、

社会参加活動 
実施 実施 実施 

健康体操 実施 実施 実施 
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（6）シルバー人材センターの運営 

多様な就業により、健康維持及び仲間づくり等、高齢者の生きがいづくりと社会参加の

場を提供しています。 

○ シルバー人材センター事業を円滑に進めるため、運営委員会、安全委員会の開催、

会員の意欲向上のため会員研修を開催しています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

シルバー人材センター

の運営 

会員数 36人 

774件 

会員数 40人 

813件 

会員数 37人 

713件 

会員研修の開催 1回 1回 1回 

運営委員会の開催 1回 1回 1回 

安全委員会の開催 1回 1回 1回 
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基本目標３ 安全・安心な暮らしを守る支援の推進 

（1）日常生活自立支援事業 

高齢者や障がい者の方々が安心して自立した生活が送れるように、契約に基づき必要

な支援を行います。 

○ 定期的な訪問で福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理を実施しています。 

○ 支援する計画に基づき定期的に訪問してサービス提供を担う生活支援員の発掘、育

成も行うとともに関係機関との調整も図っています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

契約件数 － １件 １件 

支援件数 250件 241件 240件 

ケース会議 ６件 11件 14件 

現任生活支援員 ９名 ９名 ９名 

登録生活支援員 16名 11名 11名 
 

その他の事業 

（１）自主財源の確保 

社協は、地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成されていま

す。住民組織を基礎会員とし、各世帯の会員を一般会員、役員、評議員等を賛助会員、ま

た法人企業・福祉施設・篤志家等を特別会員として位置づけ、趣旨に賛同いただける

方々に会員加入と会費の協力を頂いています。 

（２）法人運営事業 

理事会等の開催 

福祉関係者等で組織され、社協の法人運営上の様々な課題について、計画立案及び

進捗管理を行います。 

理事10名、監事２名、評議員13名、顧問1名で構成され、理事会・評議員会の開催、会

計監査の実施、役員及び職員研修の実施をしています。 

実施状況 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

理事会の開催 全３回 全 3回 全２回 

評議員会の開催 ３回 2回 2回 

評議員選任・解任 

委員会の開催 
１回 １回 － 

会計監査の実施 1回 1回 1回 

内部経理監査の実施 １２回 １２回 １２回 

役職員研修の実施 1回 1回 1回 
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３．基本目標 

基本目標１ 地域を思う心を育み、誰もが参加できる地域づくりと人づくりの推進 

基本施策 施策の方向 

（1） 福祉教育・啓発活動の

推進 

⚫ 福祉教育・啓発活動では、町内のこども園、小中学校、高校と連

携し、体験学習や福祉講話への協力を継続して行っており、高齢

者疑似体験セットの貸出を含め、こどもたちの福祉理解の深化に

寄与する活動を推進します。 

⚫ 街頭募金や歳末たすけあい運動へのこどもの参加も見られ、若

い世代の地域福祉参画のきっかけとしても、継続実施を図りま

す。 

⚫ 社協だよりや SNS（Instagram）を通じた情報発信を強化し、

住民の福祉意識を高める取組みを進めます。 

⚫ 今後は、多文化共生・人権・防災福祉教育などテーマを広げ、よ

り多様な世代に参加を促す工夫を行います。 

（2） こども・高齢者・障がい

者・外国人住民等、多

様な住民が気軽に参

加できる居場所・交

流・学びの場の創出 

⚫ 居場所づくりでは、地区社協が開催するサロン活動（片貝・作田

地区 2 か所 20 回／豊海地区 1 か所 5 回・令和 4～6 年度継

続）や、お楽しみ会・世代間交流行事などを通じて、こどもから高

齢者まで多様な住民が交流できる機会を提供します。 

⚫ ふれあいバス旅行や外出支援の取組みは、「出かける機会の少

ない高齢者の社会参加の促進」に大きく寄与しており、障がい者

団体・ダイヤモンドクラブなど各団体への事務局支援も含め、高

齢者・障がい者の交流の場を継続的に支えていきます。 

⚫ 今後は、多文化交流の場の拡充など、多様性に対応した居場所

づくりを検討していきます。 

（3） 地域コミュニティ活動

の担い手育成と活動

支援 

⚫ 地域の担い手づくりでは、ボランティア連絡協議会への協力、災

害ボランティアセンター設置運営訓練、各種ボランティア講座の

実施を通して、人材育成を進めます。 

⚫ ボランティア養成講座を通じて、地域の支え手が徐々に育ってい

る一方、個人ボランティア登録数は伸びていないため、担い手の

確保に向けたさらなる取組みを検討します。 

⚫ 地区社協推進委員や民生委員の活動支援とともに、推進委員の

増員と若い世代の参画促進を図るほか、団体への事務局支援な

ど、支え合いの基盤づくりも継続します。 

⚫ 今後は、若い世代や働き世代の参加を促すため、負担の少ない

活動メニューづくりや活動の見える化に取り組みます。 



85 

基本施策 施策の方向 

（4） 情報発信の強化と分

かりやすい広報 

⚫ 情報発信では、ホームページや SNS（Instagram）、社協だより

の定期発行、チラシの活用などを通じて、住民向けの情報提供の

強化を図ります。 

⚫ 相談窓口、福祉サービス、ボランティア情報、イベント案内などを

タイムリーに発信し、住民の円滑なサービス利用やイベント等の

参加促進に寄与するほか、地域団体・自治区の活動周知を強化

し、活動の可視化を図ります。 

⚫ 福祉作業所の活動やフードドライブの実施内容なども SNSで紹

介し、町民の理解促進に努めます。 

⚫ 今後は、高齢者等に配慮した表現方法（やさしい日本語・図解

等）の活用を進め、誰にとっても分かりやすい広報体制の整備に

努めます。 

 

基本目標１ 地域を思う心を育み、誰もが参加できる地域づくりと人づくりの推進 

具体的な取組み 令和８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 

☆児童生徒の福祉体験

学習 
拡充     

☆福祉教育・福祉活動

に関する啓発 
     

地区社会福祉協議会活

動の支援 
     

地区社会福祉協議会活

動の担い手の育成 
     

ボランティアセンターの

運営 
     

☆ボランティア・ＮＰＯ等

団体への支援 
拡充     

ふれあいサロンの活動

支援 
     

ゆうあい訪問活動支援      

☆地域との協働 検討 拡充    

町との連携      

民生委員児童委員等の

活動支援 
     

（☆は重点施策） 
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基本目標２ 地域共生社会を目指した、分野横断的な相談体制・支え合い体制の構築 

基本施策 施策の方向 

（1） 分野横断的なワン

ストップ相談体制

の構築 

⚫ 地域で複合的な課題を抱える住民が増加する中、制度の狭間に置か

れることなく必要な支援につながるよう、分野横断的に相談を受け止

めるワンストップ相談体制として、地域包括支援センターや相談支援

事業所、医療機関、関係団体などと連携し、切れ目のない支援ルート

を確立します。 

⚫ コミュニティソーシャルワーカー（CSW）を中心に、住民の「気になるサ

イン」を早期にキャッチし、必要に応じて訪問支援や関係機関とのケー

ス会議へつなげます。 

⚫ 相談しやすい環境づくりとして、相談窓口周知、SNS 活用による情報

発信も進め、住民が迷わず相談につながる体制の強化を図ります。 

（2） 相談支援・参加支

援・地域づくり支

援の一体的推進 

⚫ 地域共生社会の考え方に基づき、相談支援・参加支援・地域づくり支

援を切り離さず、三位一体で進める体制を構築します。 

⚫ CSW による伴走支援を中核に、相談を受け止めるだけでなく、必要

に応じて地域活動や居場所へと「参加」をつなぐ支援を重視します。 

⚫ 生活支援体制整備事業を通じて、協議体の開催や地域資源の把握

を進め、地域の中で支え合いの仕組みを広げます。 

⚫ 住民主体の活動の立上げ支援やボランティアとのマッチングなど、地

域づくり支援にも力を入れます。 

⚫ 孤立しがちな住民へのアウトリーチや訪問活動も継続し、「相談から

参加へ」「参加から地域の担い手へ」という流れを生み出す体制を整

えます。 

（3） ヤングケアラー、

8050 問題、ひき

こもりの早期把

握・早期支援 

⚫ ヤングケアラーや 8050 問題、ひきこもりなど、家族内で支援が必要

であっても表面化しにくい課題に対して、早期発見と早期支援につな

ぐ取組みを進めます。 

⚫ 学校、民生委員、地域団体、医療機関、福祉サービスなどと連携し、

住民の気づきを共有できる体制をつくります。 

⚫ CSW は、課題が複合化する前に必要な支援につなぐことを重視しま

す。 

⚫ 本人が地域と緩やかにつながれるよう、居場所・交流の場への橋渡し

を進め、社会参加の機会を確保します。 
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基本施策 施策の方向 

（4） 生活困窮者への

支援 

⚫ 物価高騰や雇用の不安定化などにより、生活困窮相談は継続的に増

加しており、家計相談や就労支援、フードドライブ、配食サービス、見

守り訪問など、多様な支援メニューを組み合わせて生活の安定を図り

ます。 

⚫ 関係機関（町社会福祉課、地域包括支援センター、医療機関、民間事

業所等）との連携を強化し、支援につながりにくい世帯にもアウトリー

チを行います。 

⚫ 緊急小口資金特例貸付（コロナ特例）における対象者へ生活状況の

確認をし、自立相談支援機関との連携により訪問・電話等でフォロー

アップ支援を行います。 

⚫ 地域住民とのつながりを再構築し、孤立を防ぐための交流支援にも

取り組みます。 

（5） 再犯防止のため

の支援 

⚫ 犯罪や非行からの立ち直りには、地域での受け入れと継続的な支援

が欠かせないことから、更生保護関係機関、警察、町社会福祉課、医

療・就労支援機関と連携し、当事者の生活再建に必要な住まいや就

労の確保、相談支援を提供します。 

⚫ 保護司等と連携を図りつつ、地域で再び孤立しないよう、地域資源と

の接続を支援します。 

⚫ 住民向けの啓発活動を通じて、偏見や誤解を防ぎ、安心して暮らせる

地域づくりを進めます。 

⚫ 再犯防止は地域全体で取り組むテーマであり、支援機関との定期的

な情報共有も含めて、切れ目のない支援体制を整えます。 

（6） 権利擁護の推進 ⚫ 認知症高齢者や障がい者、判断力が低下した住民の権利を守るた

め、成年後見制度の利用促進や意思決定支援、虐待防止の取組みを

強化します。 

⚫ 権利擁護に関する相談窓口を一本化し、日常生活自立支援事業や相

談支援を通じて、身寄りのない高齢者の権利侵害のリスク（金銭管

理・契約・入退院手続き等）を踏まえて、必要な支援につなげます。 

⚫ 地域包括支援センターや障がい福祉サービス事業所などと協力し、

早期発見の仕組みを整えます。 

⚫ 見守り活動での気づきを共有し、支援につながりにくい層へのアプ

ローチも強化します。 

⚫ 住民への周知・啓発を進め、本人の意思と尊厳を尊重しながら地域

で暮らし続けられる環境づくりを進めます。 
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基本目標２ 地域共生社会を目指した、分野横断的な相談体制・支え合い体制の構築 

具体的な取組み 令和８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 

☆広報紙の発行と情報

提供 
拡充     

心配ごと相談      

相談支援体制の充実      

☆CSW福祉相談      

福祉サービスと福祉活

動との連携 
     

車いすの貸付等      

生活福祉資金等の貸付 拡充     

☆福祉サービスの質の

向上 
検討 拡充    

（☆は重点施策） 
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基本目標３ 安全・安心な暮らしを守る支援の推進 

基本施策 施策の方向 

（1） 孤独・孤立の早

期発見と見守り

ネットワークの強

化 

⚫ 地域のつながりが弱まり、孤独・孤立が深刻化する中、早期発見と支援

につなぐ体制の強化が求められており、民生委員・地域団体・自治区・

見守りボランティア・サロン関係者など、多様な担い手による「地域の気

づき」を共有できるネットワークを広げます。 

⚫ 社協は、CSW の相談支援や見守り訪問を軸に、支援が途切れない仕

組みづくりを進めます。 

⚫ 配食サービスや外出支援サービス、１００縁サービス、サロン活動など、

日常生活の中で住民と接点を持てる場を活かし、孤立が深まる前に支

援へつなぐことを重視します。 

⚫ 緊急時の通報体制や連絡先の共有を行い、地域ぐるみの見守りを強

化し、孤立を防ぎ、安心して暮らせる地域づくりに向けて、住民と関係

機関が連携した取組みを推進します。 

⚫ 関係機関が実施しているホッとステーション事業に協力し、孤立・孤独

の早期発見に努めます。 

（2） 移動・交通手段

の確保 

⚫ 高齢化や買い物環境の変化により、移動の困難さが生活の質を大きく

左右するため、地域特性に応じた複数の移動手段を確保します。 

⚫ 社協は、福祉車両貸出や外出支援サービスを通して、高齢者や障がい

のある方が必要な場所へ移動できる環境づくりを進めます。 

⚫ 町内のケアタクシー業者のネットワーク構築を進め、通院・買い物・交流

活動への参加がしやすい仕組みを整えます。 

⚫ サロン活動や行事参加時には送迎協力を行い、地域活動への参加を

支えるとともに、移動支援に関する情報発信を強化し、住民が困ったと

きに相談できる体制を整えます。 

⚫ 移動手段の確保は、地域参加の促進や孤立防止にもつながるため、関

係機関や地域団体と協力しながら取組みを深化させます。 

（3） 福祉防災、防犯

活動の推進 

⚫ 災害や犯罪から住民の安全を守るため、福祉の視点を取り入れた防

災・防犯体制を整備します。 

⚫ 社協は、災害等における本会の安否確認・参集体制や業務執行体制、

平時における備え等について定めた BCP（事業継続計画）を策定しま

す。 

⚫ 災害ボランティアセンターの設置運営訓練や協働機関との連携を強化

し、災害時に支援を必要とする住民を早期に把握し支援につなげる体

制を整えます。 

⚫ 平時から自治区、防災組織、消防団、ライオンズクラブなどと連携し、発

災時の災害ボランティアセンター運営に関する理解促進に努めます。 

⚫ ＩＣＴを活用した災害ボランティアセンター運営のため、職員、関係団体

が理解を深め平時から訓練を行います。 

⚫ サロンや日常的な訪問活動を通じて住民の異変に気づきやすい環境

を整え、権利侵害などの防犯に関して地域支援体制を構築します。 
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基本施策 施策の方向 

（4） 住まいの支援 ⚫ 社協は、相談支援や CSW の訪問活動を通じて、住まいの困りごとを

早期に把握し、生活困窮による住まいの不安定化を防ぐため、相談窓

口の周知を強化し、必要な支援制度へつながるよう伴走します。 

⚫ 高齢者や障がい者の在宅生活を支えるため、１００縁サービス等を組み

合わせた支援を行い、安心して暮らせる環境整備を進めます。 

⚫ 住まいと地域支援が連動する体制を構築し、誰もが地域で安心して生

活できる環境づくりを目指します。 

 

基本目標３ 安全・安心な暮らしを守る支援の推進 

具体的な取組み 令和８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 

☆災害ボランティアセンターの

設置運営訓練 
拡充     

地域安全活動の推進      

見守り活動      

☆外出支援サービス 検討 検討 拡充   

住民参加型在宅福祉サービス      

☆地域福祉権利擁護 検討 拡充    

地域福祉活動計画の進行管

理 
     

事務局職員の人材育成 拡充     

県社会福祉協議会との連携強

化 
     

☆社協の活動情報の提供 検討 拡充    

（☆は重点施策） 
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４．福祉の重点課題への取組み（重点施策） 

地域福祉に関するアンケートや地域福祉座談会で出された意見を踏まえ、地域福祉活

動計画では本計画期間において福祉の重点課題の解決に向けて、以下の重点施策に取

り組みます。 
 

横断する 

福祉課題 
活動計画・計画期間の取組み 

重点施策１ 

福祉サービス等の

周知・相談 

⚫ 今後５年間は、座談会や住民へのアンケートで多くあがった「サービス内容

を知らない」「相談先が分からない」という声を踏まえ、周知・相談体制を強

化します。 

⚫ 住民が高齢・障がい・子育て・生活困窮などの相談先を一目で理解できる 

『福祉サービス一覧表』を紙で配布し、高齢者が情報にアクセスしやすい環

境を整えます。 

⚫ 地区の防災無線・区長会・回覧を活用した周知も拡大します。 

⚫ サロンや行事での出張相談も取り入れ、相談しづらい住民へのアプローチ

を強化します。 

⚫ SNS・社協だよりによる事例紹介や分かりやすい情報発信により、サービス

理解を促し、利用につながる多層的な相談支援体制を構築します。 

⚫ 車いすの貸出 

⚫ 高齢者疑似体験セットの貸出 

⚫ フードドライブへの協力 

⚫ 日常生活自立支援事業 

⚫ 生活福祉資金貸付事業 

⚫ 弁護士相談 

⚫ 心配ごと相談 

⚫ 何でも相談（人権・行政相談） 

⚫ コミュニティソーシャルワーカー（CSW）福祉相談 

⚫ 子育て応援事業 

⚫ 広報、啓発活動 

⚫ 就学前児童お祝事業 

⚫ 福祉作業所の管理運営 
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重点施策２ 

ひとり暮らしや身

寄りのない高齢者

の生活支援 

⚫ 今後５年間は、座談会で多く指摘された「誰がひとり暮らしか分からない」

「見守りの手が届かない」という課題に対応し、地域の見守り体制を強化し

ます。 

⚫ 民生委員・区長・社協推進委員・配食ボランティア・民間事業者など、地域で

住民と接点のある人をつなぐ見守りネットワークを確立します。 

⚫ CSW による定期訪問・同行支援の体制を強化し、孤立・認知症・金銭管理

の困難などを早期に把握できる仕組みを整えます。 

⚫ 買い物・通院が困難な高齢者のために外出支援サービスや１００縁サービス

支援を拡充し、災害時の声かけ避難支援体制も強化します。 

⚫ 孤立死の防止を目的に、相談先や「見守りの目」が地域全体に広がる体制

づくりを重点施策として取り組みます。 

⚫ 日常生活自立支援事業は、金銭管理や日常的な事務手続きに不安を抱え

る身寄りのない高齢者を支える重要な制度です。国の事業見直し検討の動

向を踏まえつつ、その利用促進と生活支援員の人材確保・育成を重点的に

進めます。 

⚫ 成年後見制度につなぐ際の相談支援の充実や、支援中の高齢者の権利擁

護の視点を徹底し、安心して在宅生活を継続できる体制を整えます。 

⚫ 外出支援サービス事業 

⚫ 地区社会福祉協議会活動（ゆうあい訪問） 

⚫ 配食サービス事業 

⚫ シルバー人材センター事業 

重点施策３ 

居場所・集まる場

の確保 

⚫ 座談会では「サロンが女性中心」「運営がマンネリ化」「リーダーの高齢化」

「送迎不足」「歩いて行ける場がほしい」などの課題が多数寄せられており、

今後５年間は、これらの課題に対応して多様な居場所づくりの再構築を進

めます。 

⚫ サロン運営者への研修や若手ボランティアの育成に取り組み、運営負担の

軽減に努めるほか、送迎が必要な住民には外出支援との連動を図り、サロ

ン参加のハードルを下げ、孤立防止と交流を促進する居場所づくりを推進

します。 

⚫ こども食堂実施団体を支援し、多世代交流行事を充実させることで、世代を

超えたつながりを生み出します。 

⚫ 地区社会福祉協議会活動 

⚫ 生活支援体制整備事業 

⚫ 福祉教育の推進 

⚫ 福祉団体助成事業 
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重点施策４ 

移動支援 

⚫ 住民へのアンケートでは「移動手段が足りない」という不安が最も高く、座談

会でも「タクシー不足」「町外に行けない」「外出支援の回数が少ない」など

課題が多く出されていることから、今後５年間は、移動支援を町全体の重点

課題として位置づけ、外出手段の確保・拡充を推進します。 

⚫ 福祉車両貸出・外出支援サービスの対象を拡大し、町外（東金・大網等）へ

の通院も柔軟に対応できる仕組みを検討します。 

⚫ 外出支援サービス事業の内容について住民ニーズに基づく見直しを検討

し、医療機関へのアクセス向上を図ります。 

⚫ ドライバーボランティアの確保に向け、退職者への働きかけなどを行います。 

⚫ 外出支援サービス一覧表を紙媒体で提供し、情報不足の解消を図り、移動

の確保を通じて、地域参加・通院・買い物の機会を保障する体制を整えま

す。 

⚫ 外出支援サービス事業 

⚫ 生活支援体制整備事業 

⚫ 福祉車両の貸出 

⚫ ゆうあい号の貸出 

重点施策５ 

防災対策と 

災害時の助け合い 

⚫ 住民へのアンケートでは「災害時の不安」が主要課題としてあがり、座談会

でも「冠水」「避難時の声かけ」「防犯対策」など具体的な意見が出されてお

り、今後５年間は、災害弱者を支える福祉防災の体制整備を重点施策とし

て進めます。 

⚫ 災害ボランティアセンターの設置運営訓練を毎年実施し、初動対応力を高

めます。 

⚫ 防災についての理解を深め、平時から防災意識を持ち、発災時の行動につ

いて住民一人ひとりが考える機会として、講座等を行います。 

⚫ 災害ボランティアセンター閉所後の地域ささえ合いセンター運営のため、職

員、関係団体、各ボランティアが基礎知識を身につけ、平時から発災、復興

までの体制整備を行います。 

⚫ ボランティア活動の推進 

⚫ 日本赤十字社資、法人社資募集運動 

⚫ 日赤奉仕団員の発掘と育成 

⚫ 地区社会福祉協議会活動の推進 

⚫ 災害ボランティア養成講座 

⚫ 災害ボランティア積立基金 
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重点施策６ 

複合的な生活課題

を抱える家庭への

支援 

⚫ 座談会の意見では「困っている人の実態が分からない」「情報共有ができて

いない」「ヤングケアラー・障がい家庭・8050問題がある」との声があがって

おり、今後５年間は、家庭の複合課題に対応できる重層的な伴走支援体制 

を整備します。 

⚫ CSW による支援を強化するとともに、学校・行政機関、自立相談支援機関

窓口、民生委員・自治区との連携会議を定期開催し、情報共有体制の構築

に努めます。 

⚫ ヤングケアラーの早期把握に向け、学校との連携を深め、支援ルートを明確

化します。 

⚫ 障がい者のいる家庭への支援として、移動支援・生活支援・相談支援を組

み合わせ、家庭の負担を軽減します。 

⚫ 家庭が地域とつながるよう、居場所や交流の場への橋渡し支援も推進し、

複合課題を家庭単独で抱え込まず、地域全体で支える体制を重点的に整

備します。 
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96 

○九十九里町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

令和元年 6月 18日 

告示第 18号 

(設置) 

第 1 条 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 107 条の規定に基づき、九十九里町地域福祉計画

(以下「計画」という。)を策定するため、九十九里町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」とい

う。)を設置する。 

(所掌事項) 

第 2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 計画の策定に関すること。 

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。 

(組織) 

第 3条 委員会は、委員 20人以内とし次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 議会の代表 

(2) 自治区の代表 

(3) 福祉団体の代表者 

(4) 医療関係者 

(5) 福祉施設の代表 

(6) 教育関係の代表 

(7) 学識経験者 

(8) 公募による町民 

2 委員は、町長が委嘱する。 

3 委員会に委員長 1人及び副委員長 1人を置き、委員の互選によって定める。 

(委員長及び副委員長) 

第 4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

(会議) 

第 5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。 

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

3 委員長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

(任期) 

第 6条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定までの日とする。 

(事務局) 

第 7条 委員会の事務局は、九十九里町社会福祉課に置く。 

(その他) 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、公示の日から施行する。 
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○地域福祉計画策定委員会委員名簿 

（任期 令和７年８月１９日～令和８年３月３１日） 

№ 氏   名 役   職   名 委  嘱  区  分 

1 松 井  由 美 子 九十九里町議会議員 議会の代表 

2 松 井  義 郎 九十九里町町自治区連絡協議会会長 自治区の代表 

3 後 藤  新 五 九十九里町社会福祉協議会会長 福祉団体の代表者 

4 秋 原  勲 豊海地区社会福祉協議会副会長 福祉団体の代表者 

5 齋 正  美 恵 子 片貝・作田地区社会福祉協議会推進委員 福祉団体の代表者 

6 小 松  倉 敏 九十九里町民生委員児童委員協議会会長 福祉団体の代表者 

7 杉 田  愼 一 郎 九十九里町保護司更生保護女性連絡協議会会長 福祉団体の代表者 

8 田 中  広 信 九十九里町ボランティア連絡協議会 福祉団体の代表者 

9 溜 岳 九十九里町地域包括支援センター 社会福祉士 福祉団体の代表者 

10 山 本  栄 一 郎 医療法人社団慈優会九十九里病院 総務部長 医療関係者 

11 髙 宮   憲 夫 特別養護老人ホーム 九十九里園施設長 福祉施設代表 

12 阿 部 倉  毅 九十九里町教育委員会 職務代理者 教育関係代表 

13 亀 山  幸 吉 淑徳大学短期大学部名誉教授 学識経験者 

14 篠 﨑  美 佐 子 一般公募 公募による町民 

15 井 上  淳 子 一般公募 公募による町民 

 

○策定経過 

日 付 内 容 

令和７年８月 19日 第１回地域福祉計画策定委員会 

・地域福祉計画の概要について 

・住民アンケート調査・地域福祉座談会について 

・今後のスケジュールについて 

令和７年９月 12日～10月５日 地域福祉に関するアンケート調査の実施 

令和７年１１月１２日 片貝・作田地区、豊海地区 地域福祉座談会 

・ワークショップ形式で地域福祉に関する意見交換を実施 

令和７年 12月 23日 第２回地域福祉計画策定委員会 

・地域福祉計画（素案）について 

・地域福祉活動計画（素案）について 

令和８年１月 19日～２月 13日 パブリックコメントの実施 

・地域福祉計画（案）に対する意見の募集 

令和８年２月 27日 第３回地域福祉計画策定委員会 

・地域福祉計画（案）について 

・地域福祉活動計画（案）について 
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○用語説明 

【あ】 

■ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の 略 。 情 報 (Information) や 通 信

(Communication)に関する技術の総称。 

 

■アウトリーチ 

積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけること。 

 

■空き家バンク 

空き家を売りたい・貸したい人と空き家を買いたい・借りたい人をつなぐ制度。 

 

■意思決定支援 

認知症や障がいなどにより判断能力が不十分な人が、自分の意思や希望を表明し、それが尊重されな

がら生活できるよう支援する取組み。 

 

■医療的ケア 

たんの吸引、経管栄養など、日常生活を送る上で継続的に必要となる医療行為。 

 

■SNS 

Social Networking Serviceの略。文章や写真、動画などで、コミュニケーションするサービスのこ

と。 

 

■ＮＰＯ 

Nonprofit Organization の略。広義には民間非営利組織といわれるもので、ボランティア団 

体、協同組合等営利を目的としない団体。 

 

【か】 

■協議体 

地域で高齢者を支援する関係者間のネットワークづくりを目的とし、定期的な情報共有・連携強化の

場。 

 

■共助 

制度化された相互扶助により支援すること。 

 

■行政相談委員 

行政活動全般に関する苦情や相談を受け付け、相談者への助言や関係機関に対する改善の申入れな

どを行う総務大臣が委嘱した民間有識者。 
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■居住支援協議会 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 51 条に基づき、設置することが

できる協議会。 

 

■ケアマネジメント 

自立した日常生活を営むために、必要な医療や介護などのサービスを受けられるように支援する手法

（仕組み）のこと。 

 

■ケース会議 

個人や家庭の状況把握、課題の整理とその解決に向けた支援のための会議のこと。 

 

■ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要

な支援につなげ、見守る）を図ることができる人。 

 

■権利擁護 

高齢者や障がい者など、判断能力が不十分な人の権利や尊厳を守るための支援や取組み。 

 

■更生保護施設 

刑務所出所者等で、身寄りがない等で直ちに自立更生することが困難な人たちに対して、一定期間、

宿泊場所や食事を提供し、自立に向けた様々な専門的指導や援助を行う施設。 

 

■合理的配慮 

障がいのある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障がいのある人から「社会的なバ

リアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バ

リアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすること。 

 

■互助 

近所や住民が協力・協働すること。 

 

■こども家庭センター 

児童福祉法及び母子保健法に基づき市町村が設置するもので、母子保健・児童福祉の両機能の連

携・協働を深め、こどもや子育てに困難を抱える家庭に対して包括的に支援する窓口。 

 

■こども家庭庁 

「こどもまんなか社会」の実現に向けた政府の司令塔として令和５年４月に発足した、幼児期までのこど

もの健やかな成長のための環境づくりや、家庭における子育て支援等に関する基本的な政策を企画立

案・推進する機関。 
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■こども食堂 

こどもが地域で安心して過ごせる居場所づくりを目的として、食事の提供を主とした支援を提供する

場。 

 

■こども大綱 

令和５年 12月 22日に閣議決定され、こども基本法に基づき、従来の少子化社会対策大綱、子供・若

者育成支援推進大綱、子供の貧困対策に関する大綱を一つに束ね、幅広いこども施策に関する今後５

年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的に定めたもの。 

 

■個別避難計画 

避難行動要支援者の避難支援の際に必要となる、緊急連絡先、避難生活で配慮が必要なこと等の情

報を記載したもの。 

 

■コミュニティソーシャルワーカー（CSW） 

支援を必要とする人に対し、安否確認や見守り、生活課題の発見、相談援助、必要なサービスや専門

機関へのつなぎなどを行う専門職。 

 

【さ】 

■再犯防止 

犯罪をした人が再び犯罪を繰り返さないよう、就労や住居の確保、相談支援等を通じて社会復帰を支

援する取組み。 

 

■災害ボランティアセンター 

災害時に設置され、被災地での防災ボランティア活動を円滑に進めるための拠点。 

 

■サロン 

仲間づくりやふれあいを通して介護予防や見守り等を行うことを目的としたもの。 

 

■市民後見人 

弁護士や司法書士などの資格を持たない、親族以外の市民による成年後見人等のこと。 

 

■社会的孤立 

家族や地域、社会とのつながりが弱まり、支援を受けにくい状態にあること。 

 

■社会福祉協議会 

社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 109条に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的に設置

された民間団体。 

 

■住宅確保要配慮者 

低所得者、高齢者、障がい者など、居住に課題を抱える人。 
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■情報アクセシビリティ 

年齢や障がいの有無に関わらず、誰でも必要な情報に簡単にたどり着け、利用できること。 

 

■人権擁護委員 

人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動をしている民間のボ

ランティア。 

 

■スクールソーシャルワーカー 

児童・生徒が置かれている環境に働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりして、問題を

抱える児童・生徒及び保護者の支援を行う、社会福祉等の専門性を有する専門職。 

 

■生活困窮者 

経済的な理由などにより、最低限度の生活を維持することが困難な状態にある人。 

 

■生活困窮者自立支援制度 

生活困窮者が自立した生活を送れるよう、相談支援や就労支援等を行う制度。 

 

■成年後見制度 

認知症や障がいなどにより、自身で金銭等を管理したり、医療や介護等のための契約を結ぶことが困

難な人を支援するための制度。「法定後見制度（判断能力が不十分な人に代わって契約などをしたり、被

害にあった契約を取り消したりする制度）」と「任意後見制度（判断能力のある人が、将来判断能力が不

十分になったときに備えておくための制度）」の２種類がある。 

 

【た】 

■第二種社会福祉事業 

社会福祉法第２条に規定されている社会福祉事業で、社会福祉事業は第一種社会福祉事業と第二種

社会福祉事業に区分されており、第二種は公的規制の必要性が低い事業。 

 

■ダブルケア 

育児と介護が同時期に発生する状態。 

 

■多文化共生 

国籍や文化の違いを認め合い、互いに尊重しながら地域社会の一員として共に暮らすこと。 

 

■地域ケア会議 

高齢者の個別支援や地域課題の把握を目的に、関係機関が連携して行う会議。 

 

■地域包括支援センター 

高齢者の総合相談窓口として、介護・福祉・医療・権利擁護を包括的に支援する機関。 
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■地域福祉計画 

社会福祉法に基づき、市町村が策定する地域福祉推進のための計画。 

 

■地域福祉活動計画 

社会福祉協議会が中心となり、住民主体の地域福祉活動の方向性を示す計画。 

 

■中核機関 

地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向けた中核的な役割を有する機関。 

 

■DX 

Digital Transformation の略。データとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデ

ルを変革する取組みのこと。 

 

■デマンド型交通 

事前予約により運行する路線バスとタクシーの中間的な位置にある交通機関。 

 

【は】 

■8050問題 

80 代の親が 50 代の子の生活を経済的・精神的に支え続け、家庭内で生活困窮や孤立が深刻化す

る社会問題。 

 

■パブリックコメント 

行政機関が計画等を策定するに当たって、事前に案を示し、その案について広く意見や情報を募集す

るもの。 

 

■伴走支援 

支援対象者に寄り添い、課題解決まで継続的に関わりながら行う支援方法。 

 

■ＢＰＳＤ 

Behavioral and Psychological Symptoms of Dementiaの略。認知症の本人の行動や心理

に関する症状のこと（徘徊や暴言、幻覚など）。 

 

■ピクトグラム 

不特定多数の人々が利用する公共交通機関や公共施設、観光施設等において、文字・言語によらず

対象物、概念又は状態に関する情報を提供する図。 

 

■避難行動要支援者 

災害時の避難にあたり、災害情報の取得や自らで避難することが困難で、避難行動や避難生活等に

特に支援を必要とする人。 
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■避難行動要支援者名簿 

災害時の避難支援に活用するため、避難行動要支援者を登録した名簿。 

 

■１００縁サービス 

10分 100円で生活上のちょっとした困りごとを解決する有償サービス事業。社会福祉協議会で実施。 

 

■ファシリテーター 

会議やワークショップなどの話し合いの場で、参加者相互のコミュニケーションや議論を円滑に進める

役割を担う人。 

 

■福祉避難所 

大規模な災害発生時に、一般の指定避難所での生活が困難な人の避難のために、受け入れ態勢を整

えた社会福祉施設等に開設される避難所。 

 

■フードドライブ 

まだ食べることができるのに、様々な理由で破棄されてしまう食品や食材を企業や家庭等から引き取

り、食料を必要としている方々に無償で届ける活動。 

 

■フレイル 

加齢により心身が老い衰えた状態のこと。 

 

■保護観察所 

犯罪をした人や非行のある少年に対し、社会の中で更生するよう指導（指導監督）と支援（補導援護）

を行う機関。 

 

■保護司 

犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティア。 

 

■ボランティアセンター 

ボランティアに関する相談、斡旋、連絡調整、福祉教育の推進、災害ボランティアや助成金等の情報提

供を行う、社会福祉協議会内に設置されている組織。 

 

【ま】 

■民生委員児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助

を行い、社会福祉の増進に努める人。 
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【や】 

■ヤングケアラー 

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者。 

■要支援・要介護認定 

介護保険サービス利用のために、介護や支援の必要度を判定する制度。 

 

■要保護児童対策地域協議会 

要保護児童等に関し、関係者間で情報交換と支援の協議を行う機関。 

 

【わ】 

■ワンストップ相談 

複数の課題を 1か所で総合的に相談できる仕組み。 
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